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は じ め に 

 

 

建設業における労働災害については、中長期的には減少傾向にあるものの、依然として

全産業に占める割合は多く、休業４日以上の労働災害では全産業の１割弱、死亡災害で約

３分の１を占めている。死亡災害を事故の型別にみると、墜落・転落災害によるものが最

も多く、建設業における死亡者数の約４割を占めており、このうち、木造家屋建築工事に

おける墜落・転落災害の死亡災害は、依然として高い割合となっている。 

 これまで、木造家屋等低層住宅工事における墜落・転落災害の防止対策については、墜

落・転落災害が多数発生している建方作業時の安全化を図るために、「平成８年に「足場

先行工法に関するスライドライン」が策定され、これに基づく、足場先行工法の普及が図

られるとともに、関係業界による自主的な安全管理水準向上のための取り組みが行われて

きたところである。これらの結果、足場先行工法の普及が進み、木造家屋建築工事におけ

る墜落・転落による死亡災害は、ここ 20年の間に大きく減少したが、今もなお、墜落・

転落による死亡災害の占める割合が大きい状況にある。 

 このため、「木造家屋等建築工事安全対策委員会」では、平成 29年度から「軸組作業時

における墜落・転落災害防止対策専門部会」（座長 日野 泰道）を設置し、一部、民間

企業等で行われている墜落・転落災害防止対策を基に一般的に活用できる墜落・転落災害

防止対策を確立すべく検討してきたところである。 

 本年度では、昨年度の検討結果を踏まえ、「軸組作業時における墜落・転落災害防止対

策専門部会」において、安全性の検証等の確認のため、実物大のモデル足場による検証実

験を行い、その結果とモデル足場での作業手順について、木造家屋等建築工事安全対策委

員会へ報告し、承認を得て報告書に取りまとめた。 

 本報告書の取りまとめるにあたり、小林委員長をはじめとする委員各位並びに専門部会

日野座長及び委員各位、検証実験に多大なるご協力をいただいた藤井電工株式会社、株式

会社東京ＢＫ足場の方々に対し、深甚なる感謝の意を表する次第である。 
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木造家屋等建築工事安全対策委員会 

１．これまでの経緯 

１）設置目的等 

労働省の通達、昭和 53年 2月 10日付け基発第 86号「木造家屋建築工事等小規模建築工事

における労働災害の防止について」により労働災害防止対策の強化について示し、同通達のな

かで建災防に対し、自主的労働災害防止活動の促進と関係者の労働災害の防止に関する意識の

高揚に努めるよう指示があった。 

当協会では、これを受けて、建災防都道府県支部に安全対策委員会(又は協議会)を設置し、

地域事情に即した安全作業指針の検討、工事現場の安全パトロールの実施等を指導し、昭和 54

年 10月には本部においても建災防都道府県支部に設置している、「木造家屋等建築工事安全対

策委員会（協議会）」の活動の活性化等を目的として、本委員会を設置し、木造家屋等建築工

事における安全対策について検討を実施してきた。 

２）委員構成 

      学識経験者、木造家屋等低層住宅建築工事関係団体からの推薦があった者を委員とする。 

なお、平成３０年度の名簿は「２．委員名簿」に示すとおりである。 

３）活動概要 

昭和 54年 10月 木造家屋等建築工事安全対策委員会の設置 

昭和 55年 7月 木造家屋等建築工事に作業主任者制度の導入を図ること等の当面の安全対策につ

いて検討し、労働省へ報告した。 

昭和 56年 3月 木造家屋建築工事における労働災害状況の分析、報告書(第 1報)作成 

昭和 57年 3月 木造家屋建築工事における労働災害状況の分析、報告書(第 2報)作成 

昭和 58年 木造建築工事関係の安全パトロールを行う場合の指針として、安全パトロール指

導要領作成 

昭和 59年 3月 木造家屋建築工事における労働災害状況の分析、報告書(第 3報)作成 

昭和 62年 7月 木造家屋解体工事安全施工指針の作成 

昭和 63年 3月 木造家屋等建築工事における墜落・転落災害防止対策及び木造建築物解体工事の

安全について検討、報告書作成 

昭和 64 年～ 

平成 7年 

活動を一時休止 

平成 9年～11年  昭和 55年に作成した木造家屋等建築工事の作業主任者教育用教材の改定が必要な

ことから、「木造家屋等建築工事安全対策委員会」を再編成し、教材の改正を行っ

た。 

平成 15年度 木造家屋等建築工事における安全作業について検討し、上等作業の問題点と改善

について報告書を取りまとめた。 

平成 16年度 平成 16年度木造家屋等低層住宅建築工事安全対策推進モデル事業の一環として作

成した職長及び作業員を対象とする墜落災害防止のための教育用テキスト「木建

工事における墜落災害防止のポイント (建方・屋根・外装工事編)」の概要並びに

教育用テキストを研修会等で活用する際指導者の参考となる、最新の災害発 生状

況の分析結果、木建工事における安全対策の今後の方向等を検討、報告書作成  
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平成 17年度 作業部会を設置し、木造家屋の ー 工事における 果的な安全対策につい

て検討 

平成 19年度 支部における協議会の活動と実施している木建安全パトロールをより 果的に推

進するのに必要な実情を する目的で支部に対し、 ン ート を実施し、

報告書作成 

平成 21年度 「墜落・転落」による災害に対しては、 、新 ・新工 の 発等によ

り、 災害防止対策が図られているが、「こすれ（すり き、 れ）」について

は、災害防止対策上の 題もあり、「こすれ（すり き、 れ）」による災害事

を ・分析し、 に「動 工 のこ」の な 用方 、作業者への安全

教育の実施等について検討、報告書作成 

平成 22年度 災害事 及び「 のこ等取 い作業 事者教育」 成 受 者への ン

ート 結果等において られる「安全装置の安 な 化」等による災害が後

を たないことから、このような状況を め、検討 

平成 23年度 木造家屋建築工事における墜落・転落災害の防止対策を検討するための 目点、

施工業者が参考となる 体的な安全対策実施事 の検討 

平成 24年度 

 

災 工事に関 する災害発生状況及び災害事 から考 られる問題点と今後

の対 について検討 

平成 25年度～ 

平成 26年度 

場の設置が な高 作業での墜落防止対策の 及事業について及び木造家屋

建築工事における墜落防止対策等の検討 

平成 27年度 場の設置が な高 作業での墜落防止対策の 及事業について及び低層住宅

建築工事における労働災害防止に関する 題について検討 

平成 28年度 木造建築工事災害発生状況及び低層住宅建築工事における労働災害防止に関する

題について検討 

平成 29年度 作業時における墜落・転落災害が いことから実 性のある墜落・転落災害

防止対策を検討するため「 作業時における墜落・転落災害防止対策 部

会」を設置 
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２．委員  

（ 同 ） 

委 員 長 小  

委 員  

  

  

 和  

  

 木  

小 一 

 

 

  

  

  

 本  

  

日 道 

  

 修 

生 労 働 省  

当 者  

職業 発 学  建築  学 長 

学 名 教  

一 団  全 建 合 合会 事長 

一 団 日本 装工業会 

会  

全 工事業協同 合 合会 事・経 部長 

和 工業 会  

全 建設労働 合 合 労働対策部長 

団 小建築業協会 事 長 

一 団 日本木造住宅 業協会 生 部長 

一 団 建設職 合 合会 会長 

全 低層住宅労 安全協議会 名 会長 

一 団 設工業会 事 

一 団 全日本 工事業  事 委員長 

一 団 日本 業 合 合会 

一 団 日本 工業 合会 事 

一 団 全 小建築工事業団体 合会 事 長 

行 労働者 安全  労働安全 生 合研  

建設安全研 ルー  上 研 員 

一 団 全 低層住宅 場 ース協会 会長 

一 団 全 低層住宅 場 ース協会 事 事 長 

労働基  安全 生部 安全  

建設安全対策   

一 団 日本木造住宅 業協会 生 部長 
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３． 経緯 

 

  １） 成29  

  「木造家屋等建築工事安全対策委員会」及び第 部会 合同委員会 

日時 平成29年 月1 日（ ） 15時 

場  会  第 ・２会議  

議事 

）今年度の 研 テー について（事 ） 

２）議 の方向性について 

（ ）木造家屋等低層住宅工事における労働災害について 

（２） 作業のあり方について 

（３） 作業時における墜落・転落災害防止対策の 事 及び 進事 について 

３） 部会の設置について 

） 部会の進め方について 

） の  

 付  

  木造家屋等建築工事安全対策委員会 委員名簿 

２  労働災害  

３  工 の建方行 （ ）及び の対策の現状 

  ス イ 安全 ロ  ル ー ス 安全  

  職 基本 基本  

  部会設置要 （ ） 

  部会名簿（ ） 

  ス ール（ ） 

 参考  

参考  – 1  場 行工 に関するス イ インのあらまし 

参考  – 2   すり 行工 及び働き すい安 のある 場 

参考  – 3    発する ・ 屋等からの墜落災害をな う  

参考  – 4    発する 部等からの墜落災害をな う  

参考  – 5    発する屋根・ス ート等からの墜落災害をな う  

参考  – 6    「墜落防止用の 用 に関する規制のあり方に関する検討会」報告書

概要（ 生労働省） 

参考  – 7    用 ステ の分 （ 生労働省） 

主な検討  

・ 部会の設置について 

木造家屋等低層住宅工事における労働災害 から 作業時における墜落・転落災害が

発生していること及び 作業時における墜落・転落災害防止対策の 事 及び 進事 がある

ことから木造家屋等建築工事安全対策委員会の に 部会を設置し、 作業時における墜

落・転落災害防止対策を検討することとした。 
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２）平成30年度 

第 「木造家屋等建築工事安全対策委員会」合同委員会 

日時 平成30年 月1３日（ ） 15時 

場  ン ン ー  406会議  

議事 

）木造家屋等建築工事の取り 状況について 

２）平成29年度 部会 検討結果報告 

３）平成30年度の検討 等（ ） 

） の  

  

  木造家屋等建築工事安全対策委員会及び 部会 委員名簿 

２  労働災害  

３  平成29年度 部会 検討結果報告 

  平成30年度の検討 等（ ） 

参考 一  

主な検討  

・平成29年度 部会 検討結果報告について 

 年度の検討結果（ ）を報告し、 れた。 

・平成30年度の検討 等（ ）について 

墜落・転落防止対策の安全性の検 等のため、検 実験を行うことについて れた。 

墜落・転落防止対策の検討にあたっては、上 作業に 定 用できる対策とできるよう検討を

進めることとした。 

 

 

第２ 「木造家屋等建築工事安全対策委員会」合同委員会 

日時 平成31年３月25日（月） ３時 

  場  TKP ン ンス ン ー２  ール２B 

  議事 

）平成30年度 作業時における墜落・転落災害防止対策 部会 検討結果報告について 

２）平成30年度 木造家屋等建築工事安全対策委員会 報告書について 

  ３）平成31年度の検討 等について 

    屋根・屋上等の ・ 部からの墜落災害防止対策について 

    木造家屋建築工事における 合的墜落災害防止対策について 

） の  

  

２   第1 木建合同委員会議事要 （ ）及び第２ 部会議事要 （ ）について 

２ ２  平成30年度 木造家屋等建築工事安全対策委員会 報告書 

２ ３  建設業における墜落・転落防止対策の 実強化に関する実 者会合 生労働省  

２   木造家屋建築工事における 合的墜落災害防止対策について 

主な検討  

・平成30年度 木造家屋等建築工事安全対策委員会 検討結果報告について 
   作業時における墜落・転落災害防止対策 部会検討結果（ ２）を報告し、 れた。 
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３． 経緯

１） 成29

「木造家屋等建築工事安全対策委員会」及び第 部会 合同委員会

日時 平成29年 月1 日（ ） 15時

場 会 第 ・２会議

議事

）今年度の 研 テー について（事 ）

２）議 の方向性について

（ ）木造家屋等低層住宅工事における労働災害について

（２） 作業のあり方について

（３） 作業時における墜落・転落災害防止対策の 事 及び 進事 について

３） 部会の設置について

） 部会の進め方について

） の

付

木造家屋等建築工事安全対策委員会 委員名簿

２ 労働災害

３ 工 の建方行 （ ）及び の対策の現状

ス イ 安全 ロ ル ー ス 安全

職 基本 基本

部会設置要 （ ）

部会名簿（ ）

ス ール（ ）

参考

参考 – 1 場 行工 に関するス イ インのあらまし

参考 – 2 すり 行工 及び働き すい安 のある 場

参考 – 3 発する ・ 屋等からの墜落災害をな う

参考 – 4 発する 部等からの墜落災害をな う

参考 – 5 発する屋根・ス ート等からの墜落災害をな う

参考 – 6 「墜落防止用の 用 に関する規制のあり方に関する検討会」報告書

概要（ 生労働省）

参考 – 7 用 ステ の分 （ 生労働省）

主な検討

・ 部会の設置について

木造家屋等低層住宅工事における労働災害 から 作業時における墜落・転落災害が

発生していること及び 作業時における墜落・転落災害防止対策の 事 及び 進事 がある

ことから木造家屋等建築工事安全対策委員会の に 部会を設置し、 作業時における墜

落・転落災害防止対策を検討することとした。

5

２）平成30年度 

第 「木造家屋等建築工事安全対策委員会」合同委員会 

日時 平成30年 月1３日（ ） 15時 

場  ン ン ー  406会議  

議事 

）木造家屋等建築工事の取り 状況について 

２）平成29年度 部会 検討結果報告 

３）平成30年度の検討 等（ ） 

） の  

  木造家屋等建築工事安全対策委員会及び 部会 委員名簿 

２  労働災害  

３  平成29年度 部会 検討結果報告 

  平成30年度の検討 等（ ） 

参考 一  

主な検討  

・平成29年度 部会 検討結果報告について

年度の検討結果（ ）を報告し、 れた。

・平成30年度の検討 等（ ）について

墜落・転落防止対策の安全性の検 等のため、検 実験を行うことについて れた。

墜落・転落防止対策の検討にあたっては、上 作業に 定 用できる対策とできるよう検討を

進めることとした。 

第２ 「木造家屋等建築工事安全対策委員会」合同委員会 

日時 平成31年３月25日（月） ３時 

  場  TKP ン ンス ン ー２  ール２B 

  議事 

）平成30年度 作業時における墜落・転落災害防止対策 部会 検討結果報告について 

２）平成30年度 木造家屋等建築工事安全対策委員会 報告書について 

  ３）平成31年度の検討 等について 

屋根・屋上等の ・ 部からの墜落災害防止対策について

木造家屋建築工事における 合的墜落災害防止対策について

） の  

２   第1 木建合同委員会議事要 （ ）及び第２ 部会議事要 （ ）について 

２ ２  平成30年度 木造家屋等建築工事安全対策委員会 報告書 

２ ３  建設業における墜落・転落防止対策の 実強化に関する実 者会合 生労働省  

２   木造家屋建築工事における 合的墜落災害防止対策について 

主な検討  

・平成30 年度 木造家屋等建築工事安全対策委員会 検討結果報告について 
作業時における墜落・転落災害防止対策 部会検討結果（ ２）を報告し、 れた。
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・平成31 年度の検討 等について 
屋根・屋上等の ・ 部からの墜落災害防止対策等について検討することとした。

7

「 作業時における墜落・転落災害防止対策 部会」

平成 29年度 検討結果報告

平成 30年３月

建設業労働災害防止協会



6

・平成31年度の検討内容等について

屋根・屋上等の端・開口部からの墜落災害防止対策等について検討することとした。

7

「軸組作業時における墜落・転落災害防止対策専門部会」 

平成 29年度 検討結果報告 

平成 30年３月 

建設業労働災害防止協会

別添１
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１．専門部会の設置

１）設置要綱

木造家屋等建築工事安全対策委員会

軸組作業時における墜落・転落災害防止対策専門部会

設置要綱

１ 目的

建設業における労働災害は長期的には減少傾向にあり、木造家屋等低層住宅建築工事においても同様な

傾向であったが、平成27年には増加へと転じ、死亡労働災害は44件にも上がった。

特に「墜落・転落災害」は、木造家屋建築工事全体の死亡災害の７割前後を毎年占めている状況が継続

しており、平成23年から平成27年における墜落・転落災害による死亡災害を作業の種類別に見ると屋根

工事（42件）に続いて躯体工事（35件）での死亡災害が多数を占めている。

また、躯体工事の「墜落・転落災害」の墜落・転落箇所を見ると梁、母屋等からによるものが最も多く、

軸組作業時に発生している。

これまで、木造家屋等低層住宅建築工事における労働災害防止については、「足場先行工法のスライド

ライン」及び「屋根上作業での墜落防止のための安全設備設置の作業標準マニュアル」等により墜落防止

対策を図ってきたところであるが、足場等が設置できない躯体内部での軸組作業時における墜落・転落災

害防止対策については、防網の設置等の措置以外、具体的な対策が示されていない状況である。

一方、一部民間企業においてはスライド式安全ブロック及びフルハーネスを活用した工法等が開発され

軸組作業時における墜落・転落災害の防止に一定の効果を上げている状況が認められる。

こうした事例を踏まえ、軸組作業時における墜落・転落災害の防止を図るため、現場の実態を調査し、

実効性のある具体的な対策を提案すべく、常設委員会である木造家屋等建築工事安全対策委員会の下に専

門部会を設置し、検討を行うこととする。

２ 調査研究の内容等

1) 木造家屋等低層住宅建築工事における軸組作業時の墜落・転落災害の現状調査と分析

2) 軸組作業時の墜落・転落災害防止対策の好事例及び先進事例の調査

3) 軸組作業時の具体的な墜落・転落災害防止対策の提示

4) 1)～3)についての検討結果の本委員会への報告

5) その他

３ 実施期間

平成29年7月～平成30年3月

４ 委員会開催

4回程度

５ 実施主体

建設業労働災害防止協会
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１． 会の設置 

１）設置要  

木造家屋等建築工事安全対策委員会 

作業時における墜落・転落災害防止対策 部会 

設置要  

 目的 

 建設業における労働災害は長 的には 向にあり、木造家屋等低層住宅建築工事においても同 な

向であったが、平成27年には へと転 、 労働災害は44 にも上がった。 

 に「墜落・転落災害」は、木造家屋建築工事全体の 災害の 後を 年 めている状況が

しており、平成23年から平成27年における墜落・転落災害による 災害を作業の に ると屋根

工事（42 ）に いて 体工事（35 ）での 災害が を めている。 

また、 体工事の「墜落・転落災害」の墜落・転落 を ると 、 屋等からによるものが最も 、

作業時に発生している。 

 これまで、木造家屋等低層住宅建築工事における労働災害防止については、「 場 行工 のス イ

イン」及び「屋根上作業での墜落防止のための安全設 設置の作業 ル」等により墜落防止

対策を図ってきたとこ であるが、 場等が設置できない 体 部での 作業時における墜落・転落災

害防止対策については、防 の設置等の 置 外、 体的な対策が示 れていない状況である。 

 一方、一部 業においてはス イ 安全 ロ 及び ル ー スを活用した工 等が 発 れ

作業時における墜落・転落災害の防止に一定の 果を上 ている状況が められる。 

 こうした事 を ま 、 作業時における墜落・転落災害の防止を図るため、現場の実 を し、

実 性のある 体的な対策を す 、 設委員会である木造家屋等建築工事安全対策委員会の に

部会を設置し、検討を行うこととする。 

２ 研 の 等 

1) 木造家屋等低層住宅建築工事における 作業時の墜落・転落災害の現状 と分析

2) 作業時の墜落・転落災害防止対策の 事 及び 進事 の

3) 作業時の 体的な墜落・転落災害防止対策の 示

4) 1)～3)についての検討結果の本委員会への報告

5) の

３ 実施  

  平成29年7月～平成30年3月 

 委員会  

  4 度 

 実施主体 

建設業労働災害防止協会 
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２）委員  

委 員 名 簿 

 長 日  道  行 労働者 安全  労働安全 生 合研  

建設安全研 ルー  上 研 員 

委 員    一 団 日本木造住宅 業協会 生 部長 

     全 低層住宅労 安全協議会 会長 

    一 団 設工業会 事 

     一 団 全 低層住宅 場 ース協会 会長 

 本 正   住 業 会    住宅事業本部 部 部長 

 上   日本安全 研 会 委員長（ 工 会 ） 

生労働省     労働基  安全 生部 安全  建設安全対策   

     修  一 団 全 低層住宅 場 ース協会 事 事 長 

     会 BK 場 取  

（一 団 全 低層住宅 場 ース協会） 

（ 同 ） 

13 

３） 経緯

「木造家屋等建築工事安全対策委員会」及び第 部会 合同委員会

日時 平成２ 年 月1 日（ ） 1 時

場 会 第 ・２会議

議事

）今年度の 研 テー について（事 ）

２）議 の方向性について

（ ）木造家屋等低層住宅工事における労働災害について

（２） 作業のあり方について

（３） 作業時における墜落・転落災害防止対策の 事 及び 進事 について

３） 部会の設置について

） 部会の進め方について

） の

付

木造家屋等建築工事安全対策委員会 委員名簿

２ 労働災害

３ 工 の建方行 （ ）及び の対策の現状

ス イ 安全 ロ ル ー ス 安全

職 基本 基本

部会設置要 （ ）

部会名簿（ ）

ス ール（ ）

参考

参考 – 1 場 行工 に関するス イ インのあらまし

参考 – 2 すり 行工 及び働き すい安 のある 場

参考 – 3 発する ・ 屋等からの墜落災害をな う

参考 – 4 発する 部等からの墜落災害をな う

参考 – 5 発する屋根・ス ート等からの墜落災害をな う

参考 – 6 「墜落防止用の 用 に関する規制のあり方に関する検討会」報告書概要

（ 生労働省）

参考 – 7 用 ステ の分 （ 生労働省）

主な検討

・ 部会の設置について

木造家屋等低層住宅工事における労働災害 から 作業時における墜落・転落災害が 発

生していること及び 作業時における墜落・転落災害防止対策の 事 及び 進事 があること

から木造家屋等建築工事安全対策委員会の に 部会を設置し、 作業時における墜落・転落

災害防止対策を検討することとした。
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２）委員

委 員 名 簿

長 日 道 行 労働者 安全 労働安全 生 合研

建設安全研 ルー 上 研 員

委 員 一 団 日本木造住宅 業協会 生 部長

全 低層住宅労 安全協議会 会長

一 団 設工業会 事

一 団 全 低層住宅 場 ース協会 会長

本 正 住 業 会 住宅事業本部 部 部長

上 日本安全 研 会 委員長（ 工 会 ）

生労働省 労働基 安全 生部 安全 建設安全対策

修 一 団 全 低層住宅 場 ース協会 事 事 長

会 BK 場 取

（一 団 全 低層住宅 場 ース協会）

（ 同 ）

13 

３） 経緯 

「木造家屋等建築工事安全対策委員会」及び第 部会 合同委員会 

日時 平成２ 年 月1 日（ ） 1 時 

場  会  第 ・２会議  

議事 

）今年度の 研 テー について（事 ） 

２）議 の方向性について 

（ ）木造家屋等低層住宅工事における労働災害について 

（２） 作業のあり方について 

（３） 作業時における墜落・転落災害防止対策の 事 及び 進事 について 

３） 部会の設置について 

） 部会の進め方について 

） の  

付

  木造家屋等建築工事安全対策委員会 委員名簿 

２  労働災害  

３  工 の建方行 （ ）及び の対策の現状 

  ス イ 安全 ロ  ル ー ス 安全  

  職 基本 基本  

  部会設置要 （ ） 

  部会名簿（ ） 

  ス ール（ ） 

参考

参考  – 1  場 行工 に関するス イ インのあらまし 

参考  – 2  すり 行工 及び働き すい安 のある 場 

参考  – 3    発する ・ 屋等からの墜落災害をな う  

参考  – 4   発する 部等からの墜落災害をな う  

参考  – 5    発する屋根・ス ート等からの墜落災害をな う  

参考  – 6    「墜落防止用の 用 に関する規制のあり方に関する検討会」報告書概要

（ 生労働省） 

参考  – 7    用 ステ の分 （ 生労働省） 

主な検討  

・ 部会の設置について

木造家屋等低層住宅工事における労働災害 から 作業時における墜落・転落災害が 発

生していること及び 作業時における墜落・転落災害防止対策の 事 及び 進事 があること

から木造家屋等建築工事安全対策委員会の に 部会を設置し、 作業時における墜落・転落

災害防止対策を検討することとした。 
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第２ 部会 

日時 平成29年 月22日（ ） 14時 

場  会  第 会議  

議事 

） 部会の （事 ） 

２） 部会の進め方について 

（ ） 対象とする 作業時の墜落・転落災害防止対策の 事 及び 進事 について 

（２）実 性のある墜落防止対策の検討に当たっての 的事 について 

（３）今後のス ールについて 

（ ） の  

付

２   部会設置要  

２ ２  部会名簿 

２ ３  的検討事 （ ） 

２   ス ール 

参考

行 の建方行 （ ）及び の対策の現状（ ）

  主な検討  

・検討する 作業時の墜落・転落災害防止対策について

安全 ロ の設置について、安全 ロ を２ 用する方 、 ー ー ーンのようなもの

に設置する方 、 イ ーロー を活用する方 が れた。

・実 の必要性について

作業時における墜落・転落災害防止対策の 体的な検討に入る に現場の実 を するた

め実 を実施することとした。 

・ ル ー ス 安全 に関する の委員 について

本 部会において検討している墜落・転落災害防止対策では、 ル ー ス 安全 を 用す

ることから ル ー ス 安全 に関する の委員を することとした。 

第３ 部会 

日時 平成30年 月29日（月）14時 

場  TKP  ン ンスルー ２A 

議事 

）実 について 

２）報告書（ ）について 

３   部会委員名簿 

３ ２  議事要 （ ） 

３ ３  実 報告 

３   ト ー 墜落防止 を2 用した墜落防止装置の落 験結果 

３   報告書（ ） 
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主な検討

・実 について

実 について報告し、 委員から意 等について議 した。また、実 で した墜

落・転落防止対策について、安全 ロ の 用方 が 造 ー ーで 定 れていないものであ

ったことから 験を行った の報告が委員からあった。 年度は 体的な 験 を作成後、

験を行うこととした。

・報告書について

本年度報告書として取り めるにあたって する 等について議 した。

第 部会

日時 平成30年３月14日（木）14時

場 TKP ン ンスルー ２A

議事

）報告書（ ）について

２）今後の について（ ）

３） の

付

議事要 （ ）

２ ト ー 墜落防止 を2 用した墜落防止装置の落 験結果

３ 報告書（ ）

今後の について（ ）

主な検討

・報告書について

事 にて作成した報告書（ ）の について し、一部修正した後取り めることとした。

・今後の について

事 にて作成した今後の について（ ）について議 した。 年度 に全ての現場に対

る墜落・転落防止対策を検討することは なため、現場のモデルを作成し、 の現場において実

施した墜落・転落防止対策について検 を行い、取り めることとした。
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２．  

）実 の実施 

第２ 委員会において、 作業時における墜落防止対策の 体的な検討に入る に現場の実

を行う必要性が てきたため、実 を行うこととした。 

実 の現場 定については、一 団 全 低層住宅 場 ース協会に することとし

た。 

２）実 の  

実 施 日 平成29年10月20日（ ） 

場 県  

用 新築 建て住宅 

工 木造 工  

作業員 上 作業３名、 ーン ー 名 

地状況 に道 、 ・ には住宅、 にはト ーンを設

置できる 地があった。 

場状況 場 行工 による 場（本 場及び一 場（ 地部分）による 成）が設置 れ

道 には 場部材による 用 を設置してあった。（ ２ ） 

２  実 現場 

17

（ ） した墜落・転落防止対策について

場の上層部にス イ ール及び安全 ロ を設置し、 ル ー ス 安全 を 用した

作業員が ル ー ス 安全 のD環と安全 ロ を 結 れることによって墜落・転落防止対

策を るものであった（ ２ ２）。

２ ２ 墜落・転落防止対策を

た作業状況

作業 に安全 ロ を ルで 用し

ている状況。

２ ３ 小 の 状況

が 安定な状況での小 の 。

２ 作業員の 動

上 動 、安全 ロ の なロ

に対 するため、 で安全 ロ の

ルトを 状 で 動していた。
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（２） 用 れていた部材等について 

強方  

今 の現場では、 場の上層部にス イ ールを設置することから、全ての キ ー

ス に根入れ を （ ２ ）、ス イ ールを設置しない一 場についても２本

（ ２ ）とするな 、墜落・転落時の で、 場が しないよう 強 れたもの

であった。 

 ２  根入れ    ２  一 場（２本 ） 

安全 ロ の取付方  

ス イ ール（ ール（ ２ ）及び （ ２ ）によるもの。）を び 結

場の 結部（ポ ト 物）に設置し、 を して安全 ロ を設置するもので、今 の現

場においては 、 の 場の上層部に設置 れていた。 

安全 ロ は、 により自 に 平 働するものであり、作業の になるような の

っかかり等は 受けられなかった。（ ２ 9） 

２  ール   ２   

19

２ ス イ ール及び安全 ロ の設置状況

（３）意 等について

実 に参 した委員から のような意 等があった。

場の上層部にス イ ールを設置することから キ ース に根入れ を 、

ス イ ールを設置しない一 場についても２本 するな の 強が れ、工 がな

れている状況であった。 した状 の 強で 場が られるのか、また、 用部材は

しないのか等について検 をする必要がある。

検討している墜落・転落防止対策で同時に 用 な 等について、検 を行う必要がある。

安全 ロ は、 落 を 定した 造となっている。今 のような 度を付けた ルトの

り し 安全 ロ の ル 用に対して安全 ロ のロ が正 に作動するのか等の検

が必要である。

に設置 れたス イ ールを活用し、安全 ロ を設置している。 場の に イ

を設置し安全 ロ を設置するな 、 な安全 ロ の設置方 を検討しては うか。

用しているス イ ールは、 び 結 場の 結部（ポ ト 物）に設置するもの

であった。 ト一 場、 場な でもス イ ールを設置できるよう検討して

は うか。

場 行工 により 場が設置 れた状 から上 作業の を行ったが、検討している墜落・

転落防止対策では 場の についても 要な部分であることから 場の から上 作業を行

う一 の作業を したい。
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３． の 事 等 

本年度は、 年度であったことから 体的な対策の検討に入る に現場の実 を行った。 

実 においては、ス イ 安全 ロ 及び ル ー スを活用した墜落・転落防止対策を

行している現場において一 の上 作業の状況を した。 

の後、２ の委員会を し、 年度の 体的な墜落・転落災害防止対策を してい 上で必要

な事 等について、 の事 が られた。 

（ ）墜落・転落防止設 等の検討 

  作業性について 

  （安全 ロ の け 作業の 等） 

  場の 造について 

  （墜落時の 場の強度の 等） 

  安全 ロ の強度について 

（ 造 ー ーが 定していない 用方 における強度の 等） 

ル ー ス 安全 について 

（ ル ー ス 安全 の 、落 の 等） 

（２）墜落・転落防止対策の 及のための 会的 についての検討 

  及促進の方 について 

  （現 検討している墜落・転落防止対策の 性が できた場合の 及方 等） 

年度においては、上 事 にあるように墜落・転落時の に 場が られるのか、ス イ

ール及び の 用部材の強度、安全 ロ のロ の な の 検 を行い、必要に て実

を行う 定としている。 

しかし、全ての現場に対 る墜落・転落防止対策を一年 で検討することは であるとの意

が がっている。 のため、本 場による 的なモデルを作成し、 の現場において行った墜落・転落

防止対策についての検 を行い、結果等を取り めることとした。 

また、 の に ル ー ス 安全 用時の作業性、 場 及び上 作業の同一業者による施工

等については、今後、検討とすることとした。 

21

１

作業時における墜落防止装置の落 験について（報告）

は めに

平成29年10月20日に、 県 の 建て住宅新築工事において 作業時の安全対策を

学した。 の現場の安全対策は、 行 場の 面に 平 ールを 定し、当 ールに ト ー

安全 （ ロ と う）を自 に 動 な状 で取付けられ、 の ロ に作業者が装 し

た ー ス 安全 を 結して用いる方 である。

この方 は、作業者の作業 置によって ロ のスト り し が する現象が現 れる。

こで模 的な 験設 を用い ロ の作動等を するため落 験を行なった。

1. 験

ロ 取付けスパン 4 で 定取付け

落 体（トル ー）の 85kg

ー スの装 正し 装 , 装

2. 験結果

ース1（ ロ の取付け 置1 3 正し 装 ）

ルトの り し が ない（ ） ロ に4.47kNの が作用した。

トル ーの落 は1150mmであった。

ース2（ ロ の取付け 置1 3 装 ）

ルトの り し が ない（ ） ロ に4.89kNの が作用した。

トル ーの落 は960mmであった。

ース3（ ロ の取付け 置 2 2 正し 装 ）

の ロ に4.99 kN、 の ロ に4.14 kNの が作用した。

トル ーの落 は1600 であった。

験方 および は を参 い。

3. 験結果の め

本 験結果では、全ての ースにおいて作業者の墜落は 止するこができたが、落 は4KN

を る結果になった。また、 ロ に り し が り、トル ーが ン する現象が

れた。

落 は ー を用いることで低 れ、 ロ に り し が り、

ン する現象も解 れると れる。
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３． の 事 等

本年度は、 年度であったことから 体的な対策の検討に入る に現場の実 を行った。

実 においては、ス イ 安全 ロ 及び ル ー スを活用した墜落・転落防止対策を

行している現場において一 の上 作業の状況を した。

の後、２ の委員会を し、 年度の 体的な墜落・転落災害防止対策を してい 上で必要

な事 等について、 の事 が られた。

（ ）墜落・転落防止設 等の検討

作業性について

（安全 ロ の け 作業の 等）

場の 造について

（墜落時の 場の強度の 等）

安全 ロ の強度について

（ 造 ー ーが 定していない 用方 における強度の 等）

ル ー ス 安全 について

（ ル ー ス 安全 の 、落 の 等）

（２）墜落・転落防止対策の 及のための 会的 についての検討

及促進の方 について

（現 検討している墜落・転落防止対策の 性が できた場合の 及方 等）

年度においては、上 事 にあるように墜落・転落時の に 場が られるのか、ス イ

ール及び の 用部材の強度、安全 ロ のロ の な の 検 を行い、必要に て実

を行う 定としている。

しかし、全ての現場に対 る墜落・転落防止対策を一年 で検討することは であるとの意

が がっている。 のため、本 場による 的なモデルを作成し、 の現場において行った墜落・転落

防止対策についての検 を行い、結果等を取り めることとした。

また、 の に ル ー ス 安全 用時の作業性、 場 及び上 作業の同一業者による施工

等については、今後、検討とすることとした。

21

１ 

作業時における墜落防止装置の落 験について（報告） 

は めに 

 平成29年10月20日に、 県 の 建て住宅新築工事において 作業時の安全対策を

学した。 の現場の安全対策は、 行 場の 面に 平 ールを 定し、当 ールに ト ー

安全 （ ロ と う）を自 に 動 な状 で取付けられ、 の ロ に作業者が装 し

た ー ス 安全 を 結して用いる方 である。 

 この方 は、作業者の作業 置によって ロ のスト り し が する現象が現 れる。

こで模 的な 験設 を用い ロ の作動等を するため落 験を行なった。 

1. 験

ロ 取付けスパン 4 で 定取付け

落 体（トル ー）の 85kg

ー スの装 正し 装 , 装

2. 験結果

ース1（ ロ の取付け 置1 3 正し 装 ）

  ルトの り し が ない（ ） ロ に4.47kNの が作用した。 

  トル ーの落 は1150mmであった。 

 ース2（ ロ の取付け 置1 3 装 ） 

ルトの り し が ない（ ） ロ に4.89kNの が作用した。 

  トル ーの落 は960mmであった。 

ース3（ ロ の取付け 置 2 2 正し 装 ） 

  の ロ に4.99 kN、 の ロ に4.14 kNの が作用した。 

  トル ーの落 は1600 であった。 

験方 および は を参 い。  

3. 験結果の め

本 験結果では、全ての ースにおいて作業者の墜落は 止するこができたが、落 は 4KN

を る結果になった。また、 ロ に り し が り、トル ーが ン する現象が

れた。 

落 は ー を用いることで低 れ、 ロ に り し が り、

ン する現象も解 れると れる。 
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ト ー 墜落防止 を 2 用した墜落防止装置の落 験結果

験方 目 験結果 験状

・ ー スは、正規の取り付け ・トル ー 85kg

． kN

(落 )

（落 後）

３．３ kN

ル ロ の

ロ の

ルト り

し

０

００

落 ０

・ ー スを めて取り付け ・トル ー 85kg

． kN

（落 ）

（落 後）

２． kN

ル ロ の

ロ の

ルト り

し
０

落 ０

・ ー スは、正規の取り付け ・トル ー 85kg

． kN

（落 ）

（落 後）

． kN

ル ロ の

ロ の

ルト り

し
０

落 験 ００
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参考資料２

軸組作業時における墜落防止装置の落下試験について（報告）

はじめに

「参考資料 1」の落下試験では、「スライド式安全ブロック及びフルハーネスを活用し

た工法」に用いる安全ブロックについて、ショックアブソーバを持たない仕様で試験を

行なっていた。

「参考資料 2」は、本工法ではショックアブソーバ機能を搭載した安全ブロックを用

いことが基本となっているため、ショックアブソーバを備えた安全ブロックを用い参考

資料 2と同条件での模擬試験を行なった。

1. 試験条件

安全ブロック取付けスパン：約 4ｍで固定取付

落下体（トルソー）の質量：85kg

ハーネスの装着：正しく装着（各ベルトに大きな緩みが無い状態）

ショックアブソーバの性能：３kN設定

2. 試験結果（同条件で 2回実施）

・試験結果（1回目）

ベルトの繰り出し量と衝撃荷重

左側 645㎜ 2.89kN

右側 409㎜ 2.68kN

落下距離：1390㎜

・試験結果（2回目）

ベルトの繰り出し量と衝撃荷重

左側 660㎜ 2.86kN

右側 465㎜ 2.48kN

落下距離：1390㎜

3. 試験結果の纏め

今回の模擬試験結果では、落下阻止時に加わる衝撃荷重をショックアブソーバが作用することで衝撃を

低減することが確認できた。そのことによりトルソーに衝撃荷重が繰り返し作用することはなかった。ま

た、衝撃荷重値も3ｋNを下回る結果となった。

今後、ショックアブソーバの装着位置を検討し、衝撃荷重値を確認する必要があると思われる。
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２ 

作業時における墜落防止装置の落 験について（報告） 

は めに 

 「参考 1」の落 験では、「ス イ 安全 ロ 及び ル ー スを活用し

た工 」に用いる安全 ロ について、 ー を たない で 験を

行なっていた。 

 「参考 2」は、本工 では ー を した安全 ロ を用

いことが基本となっているため、 ー を た安全 ロ を用い参考

2と同 での模 験を行なった。 

1. 験

安全 ロ 取付けスパン 4 で 定取付

落 体（トル ー）の 85kg

ー スの装 正し 装 （ ルトに きな が い状 ）

ー の性 ３kN設定

2. 験結果（同 で 2 実施）

・ 験結果（1 目）

ルトの り し と

  645   2.89kN 

  409   2.68kN 

落 1390  

・ 験結果（2 目）

ルトの り し と

  660   2.86kN 

  465   2.48kN 

落 1390  

3. 験結果の め

今 の模 験結果では、落 止時に る を ー が作用することで を

低 することが できた。 のことによりトル ーに が り し作用することはなかった。ま

た、 も3 Nを る結果となった。 

  今後、 ー の装 置を検討し、 を する必要があると れる。
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2 置の

験方 No 目 験結果 験状

・トル ー 85kg
・ ル ロ ー 付き

1

２． kN

(落 )

（落 後）

２． kN

ル ロ の

ロ の

ルト り

し
０

ー の き

３０

２

落 ３ ０

2

２． kN

（落 ）

（落 後）

２． kN

ル ロ の

ロ の

ルト り

し

０

ー の き

２

０

落 ３ ０

43

図２ ３ モデル 場の図面
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参考資料３ 木造家屋等低層住宅工事における労働災害統計

表１ 建設業全体と木造家屋等低層住宅工事における死亡災害

（平成 23 年～平成 27 年）

表２ 木造家屋等低層住宅工事における死亡災害の事故の型別発生状況

（平成23年～平成27年）
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参考資料３ 木造家屋等低層住宅工事における労働災害統計 

表１ 建設業全体と木造家屋等低層住宅工事における死亡災害 

（平成 23 年～平成 27 年） 

表２ 木造家屋等低層住宅工事における死亡災害の事故の型別発生状況 

（平成23年～平成27年） 
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表３ 木造家屋等低層住宅工事における 災害の工事の 別の発生状況 

（平成23年～平成27年） 

表  木造家屋等低層住宅工事の 体工事における 災害の  

（平成 23 年～平成 27 年）

31

「 作業時における墜落・転落災害防止対策 部会」

平成 30年度 検討結果報告

平成 31年３月

建設業労働災害防止協会

２
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表３ 木造家屋等低層住宅工事における 災害の工事の 別の発生状況

（平成23年～平成27年）

表 木造家屋等低層住宅工事の 体工事における 災害の

（平成 23 年～平成 27 年）

31

「 作業時における墜落・転落災害防止対策 部会」 

平成 30年度 検討結果報告 

平成 31年３月 

建設業労働災害防止協会

２
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第１章 軸組作業時における墜落・転落災害防止対

策専門部会の設置
１．設置要綱

木造家屋等建築工事安全対策委員会

軸組作業時における墜落・転落災害防止対策専門部会

設置要綱

１ 目的

建設業における労働災害は長期的には減少傾向にあり、木造家屋等低層住宅建築工事においても同様な

傾向であったが、平成27年には増加へと転じ、死亡労働災害は44件にも上がった。

特に「墜落・転落災害」は、木造家屋建築工事全体の死亡災害の７割前後を毎年占めている状況が継続

しており、平成23年から平成27年における墜落・転落災害による死亡災害を作業の種類別に見ると屋根

工事（42件）に続いて躯体工事（35件）での死亡災害が多数を占めている。

また、躯体工事の「墜落・転落災害」の墜落・転落箇所を見ると梁、母屋等からによるものが最も多く、

軸組作業時に発生している。

これまで、木造家屋等低層住宅建築工事における労働災害防止については、「足場先行工法のガイドライ

ン」及び「屋根上作業での墜落防止のための安全設備設置の作業標準マニュアル」等により墜落防止対策

を図ってきたところであるが、足場等が設置できない躯体内部での軸組作業時における墜落・転落災害防

止対策については、防網の設置等の措置以外、具体的な対策が示されていない状況である。

一部民間企業においては、スライド式安全ブロック及びフルハーネス型安全帯を活用した工法等により

軸組作業時における墜落・転落災害の防止を行っている。

こうした事例等を踏まえ、軸組作業時における墜落・転落災害の防止を図るため、現場の実態を調査

し、実効性のある具体的な対策を提案すべく、平成29年度から常設委員会である木造家屋等建築工事安全

対策委員会の下に専門部会を設置し、検討を行ったところである。

平成30年度については、平成29年度の検討結果を踏まえ、軸組作業時における墜落・転落災害防止対

策を確立していく上で必要な事項等について標準的なモデルにより各種の検証等を行うこととする。

２ 調査研究の内容等

スライド式安全ブロック及びフルハーネス型安全帯を活用した墜落・転落災害防止対策につ

いて、次の事項を検討し、本委員会へ検討結果を報告する。

1）安全性の検証

2）作業標準の作成

３ 実施期間

平成 30年 6月～平成 31年 3月

４ 委員会開催

4回程度 ※必要に応じて実態調査を実施

５ 実施主体

建設業労働災害防止協会
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１  対

策 会の設置 
１．設置要  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木造家屋等建築工事安全対策委員会 

作業時における墜落・転落災害防止対策 部会 

設置要  

 目的 

 建設業における労働災害は長 的には 向にあり、木造家屋等低層住宅建築工事においても同 な

向であったが、平成27年には へと転 、 労働災害は44 にも上がった。 

 に「墜落・転落災害」は、木造家屋建築工事全体の 災害の 後を 年 めている状況が

しており、平成23年から平成27年における墜落・転落災害による 災害を作業の に ると屋根

工事（42 ）に いて 体工事（35 ）での 災害が を めている。 

また、 体工事の「墜落・転落災害」の墜落・転落 を ると 、 屋等からによるものが最も 、

作業時に発生している。 

 これまで、木造家屋等低層住宅建築工事における労働災害防止については、「 場 行工 の イ イ

ン」及び「屋根上作業での墜落防止のための安全設 設置の作業 ル」等により墜落防止対策

を図ってきたとこ であるが、 場等が設置できない 体 部での 作業時における墜落・転落災害防

止対策については、防 の設置等の 置 外、 体的な対策が示 れていない状況である。 

 一部 業においては、ス イ 安全 ロ 及び ル ー ス 安全 を活用した工 等により

作業時における墜落・転落災害の防止を行っている。 

 こうした事 等を ま 、 作業時における墜落・転落災害の防止を図るため、現場の実 を

し、実 性のある 体的な対策を す 、平成29年度から 設委員会である木造家屋等建築工事安全

対策委員会の に 部会を設置し、検討を行ったとこ である。 

 平成30年度については、平成29年度の検討結果を ま 、 作業時における墜落・転落災害防止対

策を してい 上で必要な事 等について 的なモデルにより の検 等を行うこととする。 

２ 研 の 等 

 ス イ 安全 ロ 及び ル ー ス 安全 を活用した墜落・転落災害防止対策につ

いて、 の事 を検討し、本委員会へ検討結果を報告する。 

1）安全性の検

2）作業 の作成

３ 実施  

  平成 30年 6月～平成 31 年 3月 

 委員会  

  4 度 必要に て実 を実施 

 実施主体 

建設業労働災害防止協会 
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２．委員  

（ 同 ） 

長 日 道 行 労働者 安全  労働安全 生 合研  

建設安全研 ルー  上 研 員 

委 員 小 一 一 団 日本木造住宅 業協会 生 部長 

  全 低層住宅労 安全協議会 名 会長 

  一 団 設工業会 事 

  一 団 全 低層住宅 場 ース協会 会長 

  住 業 会    住宅・建築事業本部 部 

安全環 ・検  長 

 上  日本安全 研 会 委員長（ 工 会 ） 

生 労 働 省  労働基  安全 生部 安全  建設安全対策   

修 一 団 全 低層住宅 場 ース協会 事 事 長 

  会 BK 場 取  

（一 団 全 低層住宅 場 ース協会） 

当 者  一 団 日本木造住宅 業協会 生 部長 
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３． 経緯

第 「木造家屋等建築工事安全対策委員会」合同委員会

日時 平成３０年 月 1３日（ ） 1 時

場 ン ン ー ０ 会議

議事

）木造家屋等建築工事の取り 状況について

２）平成 29年度 部会 検討結果報告

３）平成 30年度の検討 等（ ）

） の

木造家屋等建築工事安全対策委員会及び 部会 委員名簿

２ 労働災害

３ 平成 29年度 部会 検討結果報告

平成 30年度の検討 等（ ）

参考 一

主な検討

・平成 29年度 部会 検討結果報告について

年度の検討結果を報告し、 れた。

・平成 30年度の検討 等（ ）について

墜落・転落防止対策の安全性の検 等のため、検 実験を行うことについて

れた。

墜落・転落防止対策の検討にあたっては、上 作業に 定 用できる対策と

できるよう検討を進めることとした。

第 部会

日時 平成３０年 月２０日（月） 1 時

場 ル３ 第２会議

議事

）本年度の検討 について

２）安全性の検 （実験 （ ））について

３）作業 について

） の

付

部会設置要 ・委員名簿
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２．委員

（ 同 ）

長 日 道 行 労働者 安全 労働安全 生 合研

建設安全研 ルー 上 研 員

委 員 小 一 一 団 日本木造住宅 業協会 生 部長

全 低層住宅労 安全協議会 名 会長

一 団 設工業会 事

一 団 全 低層住宅 場 ース協会 会長

住 業 会 住宅・建築事業本部 部

安全環 ・検 長

上 日本安全 研 会 委員長（ 工 会 ）

生 労 働 省 労働基 安全 生部 安全 建設安全対策

修 一 団 全 低層住宅 場 ース協会 事 事 長

会 BK 場 取

（一 団 全 低層住宅 場 ース協会）

当 者 一 団 日本木造住宅 業協会 生 部長
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３． 経緯 

  第 「木造家屋等建築工事安全対策委員会」合同委員会 

日時 平成３０年 月 1３日（ ） 1 時 

場  ン ン ー  ０ 会議  

議事 

）木造家屋等建築工事の取り 状況について

２）平成 29 年度 部会 検討結果報告

３）平成 30 年度の検討 等（ ）

） の

  木造家屋等建築工事安全対策委員会及び 部会 委員名簿 

２  労働災害  

３  平成 29年度 部会 検討結果報告 

  平成 30年度の検討 等（ ） 

参考 一

主な検討  

・平成 29年度 部会 検討結果報告について

年度の検討結果を報告し、 れた。

・平成 30年度の検討 等（ ）について

墜落・転落防止対策の安全性の検 等のため、検 実験を行うことについて

れた。 

墜落・転落防止対策の検討にあたっては、上 作業に 定 用できる対策

とできるよう検討を進めることとした。 

第 部会 

日時 平成３０年 月２０日（月） 1

時 場  ル３  第２会議  

議事 

本年度の検討 について

２ 安全性の検 （実験 （ ））について

３ 作業 について

の

付

  部会設置要 ・委員名簿
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平成３０年度の検討

等 モデル実験の

（ ） ス ール 

作業 のイ ー  

２  

３  

  

  

参考  

主な検討  

・モデル住宅及び 地 について

モデル実験を行うにあたり、 定する住宅は一 的な規模として、３０ 度の２

建て木造住宅とすることとした。

地は、 方向に な がな 、本 場を設置できる 分な があるもの

としてモデル実験の 場等の を検討することとした。

・モデル 場について

び 結 場による本 場とし、 イ は スパン× スパンの高 7.85 と

することとした。今 のモデル 場での主な としては、 を ルで設

置する。 ス イ ールを設置する（ 上 部分には いを設置）。

キ ース の は ン ー ルトにより ス ルトに 定する。

・モデル実験 について

事 にて 示した落 実験の （ ０パ ーン）の に、 な が 示

れ時 の す り の を実施することとした。

モデル実験

日時 平成３０年 ０月３ 日（ ） 時 

場  会 場 本  

 実物 の 場によるモデル実験 

第２ 部会 

日時 平成３ 年３月 日（月） ０時 

場  ル３  第２会議  

議事 

報告書（ ）について（全体）

２ モデル実験の結果について（第２ ）

３ 作業 （作業 ）について（第３ ）

今後の 題と について（第 ） 

の  
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２ 第 部会 議事要 （ ）

２ ２ 平成３０年度 報告書（ ）

主な検討

・報告書について

報告書（ ）の について し、一部修正した後取り めることとした。

第２ 「木造家屋等建築工事安全対策委員会」合同委員会

日時 平成 31年３月 25日（月） ３時

場 TKP ン ンス ン ー２ ール２B 

）平成 30年度 作業時における墜落・転落災害防止対策 部会 検討結果報告

について

２）平成 30年度 木造家屋等建築工事安全対策委員会 報告書について

３）平成 31年度の検討 等について

屋根・屋上等の ・ 部からの墜落災害防止対策について

木造家屋建築工事における 合的墜落災害防止対策について

） の

２ 第 1 木建合同委員会議事要 （ ）及び第２ 部会

議事要 （ ）について

２ ２ 平成 30年度 木造家屋等建築工事安全対策委員会 報告書

２ ３ 建設業における墜落・転落防止対策の 実強化に関する実 者会合

生労働省

２ 木造家屋建築工事における 合的墜落災害防止対策について

主な検討

・平成 30 年度 木造家屋等建築工事安全対策委員会 検討結果報告について

作業時における墜落・転落災害防止対策 部会検討結果（ ２）を報告し、

れた。

・平成 31 年度の検討 等について

屋根・屋上等の ・ 部からの墜落災害防止対策等について検討することとした。
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２ 平成３０年度の検討 等

３ モデル実験の （ ）

ス ール

作業 のイ ー

参考

主な検討

・モデル住宅及び 地 について

モデル実験を行うにあたり、 定する住宅は一 的な規模として、３０ 度の２

建て木造住宅とすることとした。

地は、 方向に な がな 、本 場を設置できる 分な があるものと

してモデル実験の 場等の を検討することとした。

・モデル 場について

び 結 場による本 場とし、 イ は スパン× スパンの高 7.85 と

することとした。今 のモデル 場での主な としては、 を ルで設

置する。 ス イ ールを設置する（ 上 部分には いを設置）。

キ ース の は ン ー ルトにより ス ルトに 定する。

・モデル実験 について

事 にて 示した落 実験の （ ０パ ーン）の に、 な が 示

れ時 の す り の を実施することとした。

モデル実験

日時 平成３０年 ０月３ 日（ ） 時

場 会 場 本

実物 の 場によるモデル実験

第２ 部会

日時 平成３ 年３月 日（月） ０時

場 ル３ 第２会議

議事

）報告書（ ）について（全体）

２）モデル実験の結果について（第２ ）

３）作業 （作業 ）について（第３ ）

）今後の 題と について（第 ）

） の

付
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２   

２ ２  

第  部会 議事要 （ ） 

平成３０年度 報告書（ ） 

主な検討  

・報告書について

報告書（ ）の について し、一部修正した後取り めることとした。

第２ 「木造家屋等建築工事安全対策委員会」合同委員会 

日時 平成 31年３月 25日（月） ３時 

場  TKP ン ンス ン ー２  ール２B 

）平成 30年度 作業時における墜落・転落災害防止対策 部会 検討結果報告

について

２）平成 30年度 木造家屋等建築工事安全対策委員会 報告書について

３）平成 31年度の検討 等について 

屋根・屋上等の ・ 部からの墜落災害防止対策について

木造家屋建築工事における 合的墜落災害防止対策について

） の

２

２ ２  

２ ３  

第 1 木建合同委員会議事要 （ ）及び第２ 部会 

議事要 （ ）について 

平成 30年度 木造家屋等建築工事安全対策委員会 報告書 

建設業における墜落・転落防止対策の 実強化に関する実 者会合 

生労働省  

２   木造家屋建築工事における 合的墜落災害防止対策について 

主な検討

・平成 30 年度 木造家屋等建築工事安全対策委員会 検討結果報告について

作業時における墜落・転落災害防止対策 部会検討結果（ ２）を報告し、

れた。

・平成 31 年度の検討 等について

屋根・屋上等の ・ 部からの墜落災害防止対策等について検討することとした。

付
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２  安全 工

安全 の  

１． の  

平成 29年度の検討結果により墜落・ 防止対策を してい 上で検討が必用

な事 等として、 の つの事 が られた。 

（ ）作業性について

（作業時の安全 ロ の け 等） 

（２） 場の 造について 

（墜落時の 場の強度の 等） 

（３）安全 ロ の強度について 

（ 造 ー ーが 定していない 用方 における強度の 等） 

（ ） ー ス 安全 について 

（ ル ー ス 安全 の 、落 の 等） 

上 事 を検 するため、平成 30年度では図２ に示すような実物 の 場に

よるモデル実験を行うこととした。 体的な 事 としては の つである。 

（ ） 場の 性及び強度 

（２）安全 ロ の強度及びロ の

（３）落

（ ） 体への

図２  モデル実験の概要
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２． の

）実験年月日

平成 31年 10月 30日（ ）～31日（ ）

２）実験場

会 場 本 （ 県 2-14-11）

３）目的

今 の実験目的は、実物 の模 設 を用い、 作業時の安全性（強度を め）の検

を行い、 の結果から、 題等を し今後の方向性を するために実施するものである。

）実験

実物 の 場の上層部に対 状 に２本の 平 ールを並行に設置し、 の ールに

れ れ を して安全 ロ を取り付ける。 の後、落 体に用いるトル ー（ 体

ー）に ル ー ス 安全 を装 、 部の D環（ 結 ルト付の場合は O環）に安

全 ロ の を 結 る。

この状 において、落 体を自 落 た時の 場の状況、 体に る 、安全

ロ に る 及び落 体の落 を 定する。

( )概要

安全 ロ 等の設置（図２ ２）

図２ ２ 安全 ロ 等の設置状況
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２ 安全 工

安全 の

１． の

平成 29年度の検討結果により墜落・ 防止対策を してい 上で検討が必用

な事 等として、 の つの事 が られた。
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（墜落時の 場の強度の 等）

（３）安全 ロ の強度について

（ 造 ー ーが 定していない 用方 における強度の 等）

（ ） ー ス 安全 について

（ ル ー ス 安全 の 、落 の 等）

上 事 を検 するため、平成 30年度では図２ に示すような実物 の 場に

よるモデル実験を行うこととした。 体的な 事 としては の つである。

（ ） 場の 性及び強度

（２）安全 ロ の強度及びロ の

（３）落

（ ） 体への

図２ モデル実験の概要
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２． の  

）実験年月日

平成 31 年 10月 30日（ ）～31日（ ） 

２）実験場

会 場 本 （ 県 2-14-11）

３）目的

 今 の実験目的は、実物 の模 設 を用い、 作業時の安全性（強度を め）の検

を行い、 の結果から、 題等を し今後の方向性を するために実施するものである。 

）実験

実物 の 場の上層部に対 状 に２本の 平 ールを並行に設置し、 の ールに

れ れ を して安全 ロ を取り付ける。 の後、落 体に用いるトル ー（ 体

ー）に ル ー ス 安全 を装 、 部の D環（ 結 ルト付の場合は O環）に安

全 ロ の を 結 る。 

この状 において、落 体を自 落 た時の 場の状況、 体に る 、安全

ロ に る 及び落 体の落 を 定する。

( )概要

安全 ロ 等の設置（図２ ２）

図２ ２ 安全 ロ 等の設置状況 
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モデル 場の設置

  主な は のとおりとし、 な図面は図２ ３とする。 

び 結 場による本 場（ スパン スパン 高 ． ）と

する。

イ を ルで設置する。

ス イ ールを設置する。

キ ース の は ン ー ルトにより ス ルトに 定す

る。
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2 置の

験方 No 目 験結果 験状

・トル ー 85kg
・ ル ロ ー 付き

1

２． kN

(落 )

（落 後）

２． kN

ル ロ の

ロ の

ルト り

し
０

ー の き

３０

２

落 ３ ０

2

２． kN

（落 ）

（落 後）

２． kN

ル ロ の

ロ の

ルト り

し

０

ー の き

２

０

落 ３ ０
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図２ ３ モデル 場の図面
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(２)条件等

落下体を自由落下させる位置としては、図２－４（詳細については、図２－５）に示す

とおり、３パターンとし、落下高さ（地面とトルソーの脚部先端までの距離）については

図２－６のとおり、二階床上（３ｍ）及び小屋梁上（６ｍ）とする。実験の基本パターン

は表２－１に示すとおり。

なお、時間によっては、表２－２に示す追加パターンを実施するものとする。

図２－４ パターンの構成

図２－５ パターン構成の詳細
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(２) 等

落 体を自 落 る 置としては、図２ （ については、図２ ）に示す

とおり、３パ ーンとし、落 高 （地面とトル ーの 部 までの ）については

図２ のとおり、 上（３ ）及び小屋 上（ ）とする。実験の基本パ ーン

は ２ に示すとおり。 

  なお、時 によっては、 ２ ２に示す パ ーンを実施するものとする。 

図２  パ ーンの 成 

図２  パ ーン 成の  
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図２  落 の高 の 成図 

２  モデル実験の基本パ ーン

パ ーン 安全 ロ （ ） ト 置 験体落 高  

1-1 方向 イ ール 部 上 ３  

1-2 方向 イ ール 部 小屋 上  

1-1- 方向 イ ール 部 上 ３  

1-2- 方向 イ ール 部 小屋 上  

2-1 方向 イ ール 部 上 ３  

2-2 方向 イ ール 部 小屋 上  

3-1 長 方向 イ ール 部 上 ３  

3-2 長 方向 イ ール 部 小屋 上  

3-1- 長 方向 イ ール 部 上 ３  

3-2- 長 方向 イ ール 部 小屋 上  

） は、図２ 、図２ 、図２ を参

３  
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２ ２ パ ーン

パ ーン

安全 ロ の り 度を （図２ ）

２ を２本から 本に

３ キ ースを 定している ン ー ルトを全て外す

場の っ り強度

図２ 落 の落 高 及び り 度の概 図

３
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図２ 落 の高 の 成図

２ モデル実験の基本パ ーン

パ ーン 安全 ロ （ ） ト 置 験体落 高

1-1 方向 イ ール 部 上 ３

1-2 方向 イ ール 部 小屋 上

1-1- 方向 イ ール 部 上 ３

1-2- 方向 イ ール 部 小屋 上

2-1 方向 イ ール 部 上 ３

2-2 方向 イ ール 部 小屋 上

3-1 長 方向 イ ール 部 上 ３

3-2 長 方向 イ ール 部 小屋 上

3-1- 長 方向 イ ール 部 上 ３

3-2- 長 方向 イ ール 部 小屋 上

） は、図２ 、図２ 、図２ を参

３
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２ ２ パ ーン 

パ ーン  

 安全 ロ の り 度を （図２ ） 

２ を２本から 本に  

３ キ ースを 定している ン ー ルトを全て外す 

 場の っ り強度  

図２  落 の落 高 及び り 度の概 図 

３  
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(３) 等 

 験体を ト（ の ）  ２ 分 

験体に ル ー スを装 、 ン ーを して安全 ロ からのスト

２本を取り付けた D環に トする。   

 験体のつり上    分 

ーンの に D 環をかけ、 ーンにより 験体をつり上    

つり上 て 験体を落とす際の 等   

 定 ・ デ 等作動  ２ 分 

 験体 り し   分 

等による での り し   

 験体落 、 止まで   ２ 分 

 定 ・ デ 等 止   分 

 

上 ～ まで行う、なお、必要を て り し   分（小 ） 

 

 状況   10 分 

 場 部の状況（ 場上にて ）   

れ、 等の の 、 場の建地 の により がりの を  

  

イ ス イ ール、 の状況（ 場上にて ）   

、 がり、 合状況等   

 験体を地上に す  ２ 分 

ロー ン ー等の上から ーンの に けて、安全 ロ のス ン

から外す   

 状況    分 

 安全 ロ 及び のス ン の状況（地上にて ）   

ス ン の 、 の 、安全 ロ の動作    

イ ル ー スの状況（地上にて ）   

ルト等の 、 等の    

 

～ はパ ーン 時に必要を て実施する  24分(合 ) 
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）  

パ ーンについて、 ２ ３に示す を する。 

 

２ ３ 事  

目 検  検 ２ 

作業 置 層目の場合 ２層目の場合 

安全 ロ

に る  

   

２   

トル ーに る    

落    

部状  

・ 場の状  

 

・安全 ロ の作動状  

 

・トル ーの 度 

 

・ 作状  

  

 考   
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(３) 等

験体を ト（ の ） ２ 分

験体に ル ー スを装 、 ン ーを して安全 ロ からのスト

２本を取り付けた D環に トする。

験体のつり上 分

ーンの に D環をかけ、 ーンにより 験体をつり上

つり上 て 験体を落とす際の 等

定 ・ デ 等作動 ２ 分

験体 り し 分

等による での り し

験体落 、 止まで ２ 分

定 ・ デ 等 止 分

上 ～ まで行う、なお、必要を て り し 分（小 ）

状況 10 分

場 部の状況（ 場上にて ）

れ、 等の の 、 場の建地 の により がりの を

イ ス イ ール、 の状況（ 場上にて ）

、 がり、 合状況等

験体を地上に す ２ 分

ロー ン ー等の上から ーンの に けて、安全 ロ のス ン

から外す

状況 分

安全 ロ 及び のス ン の状況（地上にて ）

ス ン の 、 の 、安全 ロ の動作

イ ル ー スの状況（地上にて ）

ルト等の 、 等の

～ はパ ーン 時に必要を て実施する 24 分(合 )

49

）

パ ーンについて、 ２ ３に示す を する。 

２ ３ 事  

目 検  検 ２ 

作業 置 層目の場合 ２層目の場合 

安全 ロ

に る  

 

２ 

トル ーに る

落  

部状  

・ 場の状

・安全 ロ の作動状

・トル ーの 度

・ 作状

 考 
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）参考

実験に用いる部材・ 材等 

( ) 場部材等

場部材の 及び 等

名   （kg） ( ) 合 （kg） 

支  TB-A(L3800) 8.8 40 352.0 

TB-C(L1900) 4.5 40 180.0 

TB-D(L950) 2.3 32 73.6 

TB-DG(L1095) 2.9 43 124.7 

 TB-F1418 4.4 24 105.6 

TB-F14135 3.9 16 62.4 

TB-KF3418 8.9 43 382.7 

材 TB-T18 3.2 215 688 

TB-T12 2.2 6 13.2 

TB-T06 1.3 23 29.9 

TB-T045 1.0 48 48.0 

TB-T135 2.8 24 67.2 

ト TB-B45 1.7 50 85.0 

ト TB-HB60N ( ) 2.3 3 6.9 

根入れ キ TB-NJ 1.7 40 68.0 

い TB-ST18 3.8 32 121.6 

 TB-K18L 7.0 3 21.0 

TB-K18R 7.0 3 21.0 

（ ） TB-F24045N( ) 2.3 21 48.3 

 TB-HI30 4.3 4 17.2 

TB-HI16 2.6 4 10.4 

全 合  2,526.7 

ン ー ルトの 等

  :mm :KN 

名 イ  の び 外  長   
最  

  

ール ン ー

イ C
M10 10 30 10.5 7.2 15.7 

51

(２)墜落 止 等

安全 ロ （最 り し長 15 ） ポ ー F5SF2/LR15

ル ー ス 安全 （S イ ） ポ ー 3PH-80D-W ２

結 ルト（長 500 、 170 ） ポ ー KE-8 ３本

結 ルト（ ー ー 付き） ポ ー KBE-8 10本

(３) 等

ロー ル（ は図２ を参 ） ３

PC 

図２ ロー ルの

( ) の

落体（ は図２ を参 ）

ス イ ール（ は図２ 10を参 ） 10本

ーン

り し

デ

テー 本

工 ２

り 10

定 20 N 475 100

取付用
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）参考

実験に用いる部材・ 材等

( ) 場部材等

場部材の 及び 等

名 （kg） ( ) 合 （kg）

支 TB-A(L3800) 8.8 40 352.0

TB-C(L1900) 4.5 40 180.0

TB-D(L950) 2.3 32 73.6

TB-DG(L1095) 2.9 43 124.7

TB-F1418 4.4 24 105.6

TB-F14135 3.9 16 62.4

TB-KF3418 8.9 43 382.7

材 TB-T18 3.2 215 688

TB-T12 2.2 6 13.2

TB-T06 1.3 23 29.9

TB-T045 1.0 48 48.0

TB-T135 2.8 24 67.2

ト TB-B45 1.7 50 85.0

ト TB-HB60N ( ) 2.3 3 6.9

根入れ キ TB-NJ 1.7 40 68.0

い TB-ST18 3.8 32 121.6

TB-K18L 7.0 3 21.0

TB-K18R 7.0 3 21.0

（ ） TB-F24045N( ) 2.3 21 48.3

TB-HI30 4.3 4 17.2

TB-HI16 2.6 4 10.4

全 合 2,526.7

ン ー ルトの 等

:mm

:KN

名 イ の び 外 長
最

ール ン ー

イ C
M10 10 30 10.5 7.2 15.7

51

(２)墜落 止 等

安全 ロ （最 り し長 15 ） ポ ー F5SF2/LR15  

ル ー ス 安全 （S イ ） ポ ー 3PH-80D-W ２  

結 ルト（長 500 、 170 ） ポ ー KE-8 ３本 

結 ルト（ ー ー 付き） ポ ー KBE-8 10本 

(３) 等

ロー ル（ は図２ を参 ） ３  

  

PC  

図２  ロー ルの  

( ) の

落体（ は図２ を参 ）  

ス イ ール（ は図２ 10を参 ） 10本 

ーン  

 

り し   

デ   

テー  本 

工  ２  

り 10  

定 20 N 475   100  

取付用
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図２  トル ーの  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 10 ス イ ールの  

 

85  

 
 

53 

 

 ３． の 等 

  平成30年10月30日及び31日にモデル実験を実施した。当日、委員等の意 等によりモデル

実験 の 等の一部を した。 については、 に示すとおりである。 

 

 ( ) 場の 成について 

墜落を 止した際の に対して 場への がより しい とするため、 及び

設 を することとした。また、 した 場を に建地を 高 した場合、

した 場を に建地を 高 した場合で から を けるよう一 とした場合の３

の 場において実験を行うこととした。 

については、図２ 11、図２ 12、図２ 13に示すとおりである。 

 

(２)墜落制止用 等の 成について 

今 、用意した ー ー付き 結 ルトの性 が であったことから

ル ー スと安全 ロ を 結する際に、 結 ルトを に 場合及び 環に

場合の２ において実験を行うよう することとした。 

   環に 場合は「 」として示すこととした。 
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 ３． の 等 

  平成30年10月30日及び31日にモデル実験を実施した。当日、委員等の意 等によりモデル

実験 の 等の一部を した。 については、 に示すとおりである。 

 

 ( ) 場の 成について 

墜落を 止した際の に対して 場への がより しい とするため、 及び

設 を することとした。また、 した 場を に建地を 高 した場合、

した 場を に建地を 高 した場合で から を けるよう一 とした場合の３

の 場において実験を行うこととした。 

については、図２ 11、図２ 12、図２ 13に示すとおりである。 

 

(２)墜落制止用 等の 成について 

今 、用意した ー ー付き 結 ルトの性 が であったことから

ル ー スと安全 ロ を 結する際に、 結 ルトを に 場合及び 環に
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図２ 11 モデル 場の図面（ ）
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図２ 11 モデル 場の図面（ ） 57 図２ 12 モデル 場の図面（ ２）
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図２ 13 モデル 場の図面（ ３） 
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４．実験結果等

１）試験実施日

平成30年10月30日(火)～31日(水)

２）試験場所

株式会社 東京BK足場 本社

千葉県船橋市芝山2-14-11

３）関係者（敬称省略）

木造家屋等建築工事安全対策委員会

委員長 小林 謙二 職業能力開発機構短期大学校

軸組作業時における墜落・転落災害防止対策専門部会

座長 日野 泰道 （独）労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所

委員 宗像 祐司 全国低層住宅労務安全協議会

栗山 武藏 （一社）全国低層住宅足場リース協会

北畠 隆 住友林業（㈱）

井上 均 日本安全帯研究会

オブザーバー

佃 修 （一社）全国低層住宅足場リース協会

栗山 拡人 （株）東京BK足場

協力者

藤井電工株式会社（計測関係）

株式会社東京BK足場（足場設置関係）

事務局 建設業労働災害防止協会

本山 謙治

堀田 光乃

内田 一也

澁谷 健一
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． 等 

） 験実施日

平成30年10月30日( )～31日( ) 

２） 験場  

会  BK 場 本  

県 2-14-11 

３）関係者（ 省 ） 

木造家屋等建築工事安全対策委員会 

 委員長 小   職業 発 学

  作業時における墜落・転落災害防止対策 部会

  長 日  道 （ ）労働者 安全  労働安全 生 合研

  委員    全 低層住宅労 安全協議会

     （一 ）全 低層住宅 場 ース協会

       住 業（ ）

   上    日本安全 研 会

  ー ー

     修  （一 ）全 低層住宅 場 ース協会

  （ ） BK 場 
  協 者

   工 会 （ 関係）

会 BK 場（ 場設置関係） 
事  建設業労働災害防止協会 

  本  
    

   一

一 
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） 験目的

今 の 験目的は、実規模の 場を用い安全 ロ と ル ー スを 合 た安全対

策の安全性 性 について 験を行い、 験結果から今後の方向性 題等を すために実

施するものである。

） 験方 と

( ) 験方

実作業に用いる 場を 用し、 の 場の最上層にス イ ールを並行に対 状 に設置

し、当 ールに を して安全 ロ を取り付ける。一方、落 体に用いるトル ー（

85 ）に ル ー スを装 、 の 部のD環（ いは 結 ルト）に安全 ロ

の を 結 る。この状 において、 験 に合 た高 （または 置）にトル

ーを り上 る。 

の後、 り上 たトル ーを落 部に る および落 等を 定する。

場の全 ーの全

の全

63

(２)トル ーとロー ルの について

今 の 験で用いたトル ーとロー ルの （ 状）を 図に示す。

(３)

今 の 験で用いた を示す。

（ 考）ス イ ールおよび取付 は 。

85 定 20 N 475 100

500mm

170g

安全

15

取付用
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） 験目的

今 の 験目的は、実規模の 場を用い安全 ロ と ル ー スを 合 た安全対

策の安全性 性 について 験を行い、 験結果から今後の方向性 題等を すために実

施するものである。

） 験方 と

( ) 験方

実作業に用いる 場を 用し、 の 場の最上層にス イ ールを並行に対 状 に設置

し、当 ールに を して安全 ロ を取り付ける。一方、落 体に用いるトル ー（

85 ）に ル ー スを装 、 の 部のD環（ いは 結 ルト）に安全 ロ

の を 結 る。この状 において、 験 に合 た高 （または 置）にトル

ーを り上 る。

の後、 り上 たトル ーを落 部に る および落 等を 定する。

場の全 ーの全

の全

63

(２)トル ーとロー ルの について

今 の 験で用いたトル ーとロー ルの （ 状）を 図に示す。

(３)

今 の 験で用いた を示す。

（ 考）ス イ ールおよび取付 は 。

85 定 20 N 475   100

500mm

170g

安全

15

取付用
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） 験結果

( )パ ーン -

験

・ スパン 7200

・トル ー 85

・トル ー り上 高 ３ （ ）

・トル ー り上 置 スパンの 部

・ 結 ルト

・ ロ の取付 置（ス イ ールの 部）

 験 の概 図（ は図２ 11）

験状 の

落 落 後 トル ーの状

ント

トル ー り上 置が、 スパン の で り上 高 が３ の では、 の安

全 ロ から り れたスト の成す 度は であった。

付け

付け２

64

験結果の 定（ ート）

験結果

目
結 果

付け 付け２

ロ に る

（最 ）
2.98kN 2.10kN

スト り し

（制止後の ）
920 840

トル ーに る

（最 ）
3.61kN

最 落 1.8

ント

トル ーに る は 4kN を り、落 も 1.8 でトル ーの地面への 達

（ ）は できた。
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） 験結果

( )パ ーン -

験

・ スパン 7200

・トル ー 85

・トル ー り上 高 ３ （ ）

・トル ー り上 置 スパンの 部

・ 結 ルト

・ ロ の取付 置（ス イ ールの 部）

験 の概 図（ は図２ 11）

験状 の

落 落 後 トル ーの状

ント

トル ー り上 置が、 スパン の で り上 高 が３ の では、 の安

全 ロ から り れたスト の成す 度は であった。

付け

付け２

64

験結果の 定（ ート）

験結果

目 
結   果 

付け  付け２  

ロ に る  

（最 ） 
2.98kN 2.10kN 

スト り し  

（制止後の ） 
920  840  

トル ーに る  

（最 ） 
3.61kN 

最 落  1.8  

ント  

トル ーに る は 4kN を り、落 も 1.8 でトル ーの地面への 達

（ ）は できた。 
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(２) パ ーン -２

験

・ スパン  7200

・トル ー  85

・トル ー り上 高  （小屋 上）

・トル ー り上 置 スパンの 部

・ 結 ルト 

・ ロ の取付 置（ス イ ールの 部）

 験 の概 図（ は図２ 11） 

験状 の

落  落 後 

ント  

小屋 上の作業を 定した 験で、 ロ の を 結 ルトに すると、 の

部の 置はトル ーの 付 となった。 

  （落 の 参 ） 

付け

付け２

66

験結果の 定（ ート）

験結果

目
結 果

付け 付け２

ロ に る

（最 ）
4.26kN 3.49kN

スト り し

（制止後の ）
360 410

トル ーに る

（最 ）
4.53kN

最 落 3.0

ント

結 ルトと の 置がトル ーの もと付 になるため、自 落 が

しトル ーに る が 4 Nを た。落 は 3 となり、 の高 が 3

の場合は、 に 達（ ）するお れがある。
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(２) パ ーン -２

験

・ スパン 7200

・トル ー 85

・トル ー り上 高 （小屋 上）

・トル ー り上 置 スパンの 部

・ 結 ルト

・ ロ の取付 置（ス イ ールの 部）

験 の概 図（ は図２ 11）

験状 の

落 落 後

ント

小屋 上の作業を 定した 験で、 ロ の を 結 ルトに すると、 の

部の 置はトル ーの 付 となった。

（落 の 参 ）

付け

付け２

66

験結果の 定（ ート）

験結果

目 
結   果 

付け  付け２  

ロ に る  

（最 ） 
4.26kN 3.49kN 

スト り し  

（制止後の ） 
360  410  

トル ーに る  

（最 ） 
4.53kN 

最 落  3.0  

ント  

結 ルトと の 置がトル ーの もと付 になるため、自 落 が

しトル ーに る が 4 Nを た。落 は 3 となり、 の高 が 3

の場合は、 に 達（ ）するお れがある。 



― 68 ―67 

(３)パ ーン -２-  

験

・ スパン  7200

・トル ー  85

・トル ー り上 高  （小屋 上）

・トル ー り上 置 スパンの 部

・ 結 ルト し

・ ロ の取付 置（ス イ ールの 部）

  験 の概 図（ は図２ 11） 

験状 の

落  落 後 

ント  

結 ルトを用いない場合は、同 パ ーン1-2（ スパン、トル ーの 上 高 ）

と すると、 ロ の 結 置は、トル ー 部（D環）付 であった。 

付け

付け２

68

験結果の 定（ ート）

験結果

目
結 果

付け 付け２

ロ に る

（最 ）
4.66kN 3.66kN

スト り し

（制止後の ）
650 380

トル ーに る

（最 ）
5.66kN

最 落 2.6

ント

結 ルトを用いていないため、自 落 が なり最 落 は2.6 となった。

この であれ 、 に 達（ ）するお れは できると れる。一方トル

ーに る が 5.66kN と高 なった。 結 ルトの が に してい

ると れる。
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67 
 

(３)パ ーン -２-  

 

験  

・ スパン  7200  

・トル ー  85  

・トル ー り上 高  （小屋 上） 

・トル ー り上 置 スパンの 部 

・ 結 ルト し 

・ ロ の取付 置（ス イ ールの 部） 

 

 

 

                           験 の概 図（ は図２ 11） 

 

験状 の  

 

 

落  落 後 

ント  

結 ルトを用いない場合は、同 パ ーン1-2（ スパン、トル ーの 上 高 ）

と すると、 ロ の 結 置は、トル ー 部（D環）付 であった。 

 

 

 

 

 

付け  

付け２  

 

68 
 

験結果の 定（ ート） 

 

 

験結果 

目 
結   果 

付け  付け２  

ロ に る  

（最 ） 
4.66kN 3.66kN 

スト り し  

（制止後の ） 
650  380  

トル ーに る  

（最 ） 
5.66kN 

最 落  2.6  

 

ント  

結 ルトを用いていないため、自 落 が なり最 落 は2.6 となった。

この であれ 、 に 達（ ）するお れは できると れる。一方トル

ーに る が 5.66kN と高 なった。 結 ルトの が に してい

ると れる。 
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69 
 

( )パ ーン３-  

 

験  

・長スパン  10800  

・トル ー  85  

・トル ー り上 高  （小屋 上） 

・トル ー り上 置 長スパン の 部 

・ 結 ルト  

・ ロ の取付 置（ス イ ールの 部） 

 

 

                          験 の概 図（ は図２ 11） 

 

験状 の   

  

落  落 後 

 

ス イ ールの 状  

ント  

長スパン でトル ーの り上 置がスパン 部の では、 ロ 方のスト

の成す 度が 平状 になる。（落 の 参 ） 

付け  

付け２  

 

70 
 

験結果の 定（ ート） 

 

 

験結果 

目 
結   果 

付け  付け２  

ロ に る  

（最 ） 
4.82kN 5.20kN 

スト り し  

（制止後の ） 
610  800  

トル ーに る  

（最 ） 
6.18kN 

最 落  4.5  

ント  

れ れのスト の成す 度が、 平に ロ の 付け部に る は

向にある。 のため、ス イ ールの 部が15 度 した。また、スト の り し

も長 なることで、最 落 が し、トル ーに る も高 なった。 
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69 
 

( )パ ーン３-  

 

験  

・長スパン  10800  

・トル ー  85  

・トル ー り上 高  （小屋 上） 

・トル ー り上 置 長スパン の 部 

・ 結 ルト  

・ ロ の取付 置（ス イ ールの 部） 

 

 

                          験 の概 図（ は図２ 11） 

 

験状 の   

  

落  落 後 

 

ス イ ールの 状  

ント  

長スパン でトル ーの り上 置がスパン 部の では、 ロ 方のスト

の成す 度が 平状 になる。（落 の 参 ） 

付け  

付け２  

 

70 
 

験結果の 定（ ート） 

 

 

験結果 

目 
結   果 

付け  付け２  

ロ に る  

（最 ） 
4.82kN 5.20kN 

スト り し  

（制止後の ） 
610  800  

トル ーに る  

（最 ） 
6.18kN 

最 落  4.5  

ント  

れ れのスト の成す 度が、 平に ロ の 付け部に る は

向にある。 のため、ス イ ールの 部が15 度 した。また、スト の り し

も長 なることで、最 落 が し、トル ーに る も高 なった。 
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71 
 

( )パ ーン３- -  

 

験  

・長スパン  10800  

・トル ー  85  

・トル ー り上 高  （小屋 上） 

・トル ー り上 置 長スパン の  

・ 結 ルト し 

・ ロ の取付 置（ス イ ールの 部） 

 

                          験 の概 図（ は図２ 11） 

 

験状 の  

 

 

落  落 後 

 

ス イ ールの 状  

ント  

長スパン でトル ーの り上 置がスパン 部の では、 ロ 方のスト

の成す 度が 平状 になる。（落 の 参 ） 

 

付け  

付け２   

72 
 

験結果の 定（ ート） 

 

 

験結果 

目 
結   果 

付け  付け２  

ロ に る  

（最 ） 
5.07kN  4.57kN 

スト り し  

（制止時の ） 
535  410  

トル ーに る  

（最 ） 
6.44kN 

最 落  3.5  

ント  

結 ルトを用いた場合と すると、最 落 は1 3.5 となった。一方、ト

ル ーに る は かであるが（0.39 N）高 なった。落 は1 な な 3.5

となったが、 に 達（ ）する 性が考 られる。ス イ ールに が

められた。 
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71 
 

( )パ ーン３- -  

 

験  

・長スパン  10800  

・トル ー  85  

・トル ー り上 高  （小屋 上） 

・トル ー り上 置 長スパン の  

・ 結 ルト し 

・ ロ の取付 置（ス イ ールの 部） 

 

                          験 の概 図（ は図２ 11） 

 

験状 の  

 

 

落  落 後 

 

ス イ ールの 状  

ント  

長スパン でトル ーの り上 置がスパン 部の では、 ロ 方のスト

の成す 度が 平状 になる。（落 の 参 ） 

 

付け  

付け２   

72 
 

験結果の 定（ ート） 

 

 

験結果 

目 
結   果 

付け  付け２  

ロ に る  

（最 ） 
5.07kN  4.57kN 

スト り し  

（制止時の ） 
535  410  

トル ーに る  

（最 ） 
6.44kN 

最 落  3.5  

ント  

結 ルトを用いた場合と すると、最 落 は1 3.5 となった。一方、ト

ル ーに る は かであるが（0.39 N）高 なった。落 は1 な な 3.5

となったが、 に 達（ ）する 性が考 られる。ス イ ールに が

められた。 
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73 
 

( )パ ーン３-２ 

 

験  

・長スパン  10800 （1800×6スパン） 

・トル ー  85  

・トル ー り上 高  （小屋 上） 

・トル ー り上 置 長スパン の 部 

・ 結 ルト り 

・ ロ の取付 置 （ス イ ールの 部） 

 

 

 

                          験 の概 図（ は図２ 11） 

 

験状 の  

  

落  落 後 

 

ント  

長スパン でトル ーの り上 置がス イ ールの 部の でも、 ロ

方のスト の成す 度が 平状 になる。（落 の 参 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付け  

付け２  

 

74 
 

験結果の 定（ ート） 

 

 

験結果 

目 
結   果 

付け  付け２  

ロ に る  

（最 ） 
4.56kN  3.85kN 

スト り し  

（制止後の ） 
740  780  

トル ーに る  

（最 ） 
5.04kN 

最 落  4.5  

 

ント  

最 落 はパ ーン 3-1の （ 結 ルト しで安全 ロ 取付け 置がス イ

ール 部）と同 度 （4.5 ）であった。安全 ロ に る は 付け2

で1.35 N低 なった。また、トル ーに る も 1kN低 なった。 
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73 
 

( )パ ーン３-２ 

 

験  

・長スパン  10800 （1800×6スパン） 

・トル ー  85  

・トル ー り上 高  （小屋 上） 

・トル ー り上 置 長スパン の 部 

・ 結 ルト り 

・ ロ の取付 置 （ス イ ールの 部） 

 

 

 

                          験 の概 図（ は図２ 11） 

 

験状 の  

  

落  落 後 

 

ント  

長スパン でトル ーの り上 置がス イ ールの 部の でも、 ロ

方のスト の成す 度が 平状 になる。（落 の 参 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付け  

付け２  

 

74 
 

験結果の 定（ ート） 

 

 

験結果 

目 
結   果 

付け  付け２  

ロ に る  

（最 ） 
4.56kN  3.85kN 

スト り し  

（制止後の ） 
740  780  

トル ーに る  

（最 ） 
5.04kN 

最 落  4.5  

 

ント  

最 落 はパ ーン 3-1の （ 結 ルト しで安全 ロ 取付け 置がス イ

ール 部）と同 度 （4.5 ）であった。安全 ロ に る は 付け2

で1.35 N低 なった。また、トル ーに る も 1kN低 なった。 
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( )パ ーン３-２-  

験

・長スパン  10800 （1800×6スパン）

・トル ー  85

・トル ー り上 高  （小屋 上）

・トル ー り上 置 長スパン の 部

・ 結 ルト し

・ ロ の取付 置 （ス イ ールの 部）

   験 の概 図（ は図２ 11） 

験状 の

落  落 後 

ント  

長スパン でトル ーの り上 置がス イ ール 部の でも、 ロ 方

のスト の成す 度が 平状 になる。（落 の 参 ） 

付け

付け２

76

験結果の 定（ ート）

験結果

目
結 果

付け 付け２

ロ に る

（最 ）
4.23kN 4.17kN

スト り し

（制止後の ）
520 655

トル ーに る

（最 ）
4.60N

最 落 3.4

ント

験 3-2と すると、 結 ルトを用いていないので最 落 は3.2 （1.3

ない）となったが、 に 達（ ）する 性が考 られる。
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75 
 

( )パ ーン３-２-  

 

験  

・長スパン  10800 （1800×6スパン） 

・トル ー  85  

・トル ー り上 高  （小屋 上） 

・トル ー り上 置 長スパン の 部 

・ 結 ルト し 

・ ロ の取付 置 （ス イ ールの 部） 

 

 

 

                         験 の概 図（ は図２ 11） 

 

験状 の  

 

 

落  落 後 

ント  

長スパン でトル ーの り上 置がス イ ール 部の でも、 ロ 方

のスト の成す 度が 平状 になる。（落 の 参 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付け  

付け２  

 

76 
 

験結果の 定（ ート） 

 

 

験結果 

目 
結   果 

付け  付け２  

ロ に る  

（最 ） 
4.23kN  4.17kN 

スト り し  

（制止後の ） 
520  655  

トル ーに る  

（最 ） 
4.60N 

最 落  3.4  

ント  

験 3-2と すると、 結 ルトを用いていないので最 落 は3.2 （1.3

ない）となったが、 に 達（ ）する 性が考 られる。 
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( )パ ーン３-３-  

験

・長スパン  10800 （1800×6スパン）

・トル ー  85

・トル ー り上 高  （小屋 上）

・トル ー り上 置 方の 場際

・ 結 ルト し

・ ロ の取付 置（ス イ ールの 部）

   験 の概 図（ は図２ 13） 

験状 の

落  落 後 

ント  

トル ーの り上 置を に た状 においても、 ロ 方のスト の成

す 度は 平状 になっている。（落 の 参 ） 

付け

付け２

78

験結果の 定（ ート）

験結果

目
結 果

付け 付け２

ロ に る

（最 ）
0.86kN 5.37 N

スト り し

（制止後の ）
1395mm 420mm

トル ーに る

（最 ）
6.03kN

最 落 1.5

ント

トル ーの り上 置を 場 に ることで、当 の ロ のロ が

作動することが った。 のため、落 は 1.5 となったが、トル ーに る

は高 なった。

スト の り し に きな があっても、落 時のトル ーの は安定していた

が、落 止後に 付け 1 ロ のスト が き り れたためトル ーが

場の 面に （ ）した。
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( )パ ーン３-３-

験

・長スパン 10800 （1800×6スパン）

・トル ー 85

・トル ー り上 高 （小屋 上）

・トル ー り上 置 方の 場際

・ 結 ルト し

・ ロ の取付 置（ス イ ールの 部）

験 の概 図（ は図２ 13）

験状 の

落 落 後

ント

トル ーの り上 置を に た状 においても、 ロ 方のスト の成

す 度は 平状 になっている。（落 の 参 ）

付け

付け２

78

験結果の 定（ ート）

験結果

目 
結   果 

付け  付け２  

ロ に る  

（最 ） 
0.86kN 5.37 N 

スト り し  

（制止後の ） 
1395mm 420mm 

トル ーに る  

（最 ） 
6.03kN 

最 落  1.5  

ント  

トル ーの り上 置を 場 に ることで、当 の ロ のロ が

作動することが った。 のため、落 は 1.5 となったが、トル ーに る

は高 なった。 

スト の り し に きな があっても、落 時のトル ーの は安定していた

が、落 止後に 付け 1 ロ のスト が き り れたためトル ーが

場の 面に （ ）した。 
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( )パ ーン３- -  

験

・長スパン  10800 （1800×6スパン）

・トル ー  85

・トル ー り上 高  （小屋 上）

・ 結 ルト し

・ ロ の取付 置（ス イ ールの 部）

・ 場を一 設

験 の概 図（ は図２ 12） 

験状 の

落  落 後 

ント  

場の建地を一 設した 置に ロ を取付けたことにより、 ロ 方のスト

の成す 度が 平状 から 度がついている。 

付け

付け２

80

験結果の 定（ ート）

験結果

目
結 果

付け 付け２

ロ に る

（最 ）
4.22kN 3.97N

スト り し

（制止後の ）
620mm 350mm

トル ーに る

（最 ）
4.38kN

最 落 2.5

ント

場の建地を一 設し高 したことで、 場のた が トル ーに る

が低 なっていると れる。（落 の 参 ）
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79 
 

( )パ ーン３- -  

 

験  

・長スパン  10800 （1800×6スパン） 

・トル ー  85  

・トル ー り上 高  （小屋 上） 

・ 結 ルト し 

・ ロ の取付 置（ス イ ールの 部） 

・ 場を一 設 

 

 

 

                          験 の概 図（ は図２ 12） 

 

験状 の  

  

落  落 後 

ント  

場の建地を一 設した 置に ロ を取付けたことにより、 ロ 方のスト

の成す 度が 平状 から 度がついている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付け  

付け２  

 

80 
 

験結果の 定（ ート） 

 

 

験結果 

目 
結   果 

付け  付け２  

ロ に る  

（最 ） 
4.22kN  3.97N 

スト り し  

（制止後の ） 
620mm 350mm 

トル ーに る  

（最 ） 
4.38kN 

最 落  2.5  

 

ント  

場の建地を一 設し高 したことで、 場のた が トル ーに る

が低 なっていると れる。（落 の 参 ） 
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81 

(10) パターン３-５-β 

験

・長スパン  10800 （1800×6スパン）

・トル ー  85

・トル ー り上 高  （小屋 上）

・トル ー り上 置 長スパン の 部

・ 結 ルト し

・ ロ の取付 置（ス イ ールの 部）

・ 場 設部 場に

験 の概 図（ は図２ 13） 

験状 の

落  落 後 

一 場部の 状  

ント  

場の建地を一 設した 置に ロ を取付けたことにより、 ロ 方のスト

の成す 度が 平状 から 度がついている。 

付け

付け２

82

験結果の 定（ ート）

験結果

目
結 果

付け 付け２

ロ に る

（最 ）
3.11kN 2.96N

スト り し

（制止後の ）
635mm 460mm

トル ーに る

（最 ）
3.69kN

最 落 3.2

ント

一 設した 場が一 場であったため、落 止時に、 の 場が き したこ

とでトル ーに る が したと れる。 場とス イ ールは した

が、 等の は められなかった。
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81 

( ０)パ ーン３- -

験

・長スパン 10800 （1800×6スパン）

・トル ー 85

・トル ー り上 高 （小屋 上）

・トル ー り上 置 長スパン の 部

・ 結 ルト し

・ ロ の取付 置（ス イ ールの 部）

・ 場 設部 場に

験 の概 図（ は図２ 13）

験状 の

落 落 後

一 場部の 状

ント

場の建地を一 設した 置に ロ を取付けたことにより、 ロ 方のスト

の成す 度が 平状 から 度がついている。

付け

付け２

82

験結果の 定（ ート）

験結果

目 
結   果 

付け  付け２  

ロ に る  

（最 ） 
3.11kN 2.96N 

スト り し  

（制止後の ） 
635mm 460mm 

トル ーに る  

（最 ） 
3.69kN 

最 落  3.2  

ント  

一 設した 場が一 場であったため、落 止時に、 の 場が き したこ

とでトル ーに る が したと れる。 場とス イ ールは した

が、 等の は められなかった。 
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） 験結果のまとめ等

今 の 験は、 （地面からトル ーの 部 までの高 3 ）および小屋 上

（地面からトル ーの 部 までの高 6 ）の作業を 定し、 れ れの 置から

トル ーを落 たとき、トル ーに る と の最 落 、および安

全 ロ に る と のスト の り し の 定を行った。この 験

結果から、考 られる 題等について めた。

( ) 題

  最 落 につい

落 1 落 のトル ーの 置から落 時の最 点の 置までの 。 
（ ル ー ス等の びも まれる）

実験時において自 落 を考 すること（ に 上の場合）。

今 の 験では、 ル ー スと安全 ロ （ ）との は、D 環に

けした場合と、 結 ルトを して けた場合の 2 パ ーンで行った。 上か

らの落 験で 結 ルトに した場合は、 の の 置がトル ーの 付

まで がった状 になった（P26 落 の 参 ）。 のため、トル ーの自 落
2は長 なることになる。

自 落 2 落 後、安全 ロ のロ 装置が作動するまでの 。

墜落 止時に る最 について

なお今 実施した実験において、 から の 題を全て したものは、 場の
スパン （7200 ）にス イ ールを設置し、安全 ロ の を ル ー

スの 結 ルトに した の であった。

（ からの墜落の場合は、安全 ロ の設置高 に 、トル ーの高 が低い

 ため、安全 ロ のスト に たる  が発生しないため、自 落 が
なる（ 験 パ ーン 1-1 の 参 ）。

85

(２)考

な 用環 （作業高 、 場 等）を ま ると、最 を一定の

に るにためには、 ー の 用は必 となる 性が考 られる。

ー の取付け は、 れ れの安全 ロ または、 ル ー

ス となるが、 分な検 が必要であると考 る。

に落 を るには、 結 ルトを用いないで、安全 ロ の を

ル ー スに することで自 落 を する方 が考 られる。

また、安全 ロ のスト 長 を作業に支 がない 度に ることで、安全

ロ のスト の り し長 を できる。

図は、「安全 造指針」に規定 れている方 で、安全 ロ のスト 長

と落 の関係を したものである。

この結果から、スト の長 が長い 、落 が長 なる 向を示している。

このことから、安全 ロ は、作業に支 がない 度のスト 長 を 定する

ことが であると考 る。

また、ス イ ールは 場の スパン に対 て設置することで、安全 ロ

のスト の 長 が い を できる 性が考 られる。

図 スト 長 と落 の関係
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スト の 取り長

落 （ ）

の高 を地面から 3 度と 定した場合、３ 上の落  1 では、

作業者の が地面に 達（ ）することになる。

一方、 上の作業高 を地面から 6 度と 定した場合、落 が 3
上であれ 、 に が 達（ ）することになる。

「墜落制止用 の規 」では、 ー に要 れる 性 がと規定

れている（ イ の場合は ）。このことから、トル ーに る に

ついても「墜落制止用 の規 」の規 に 合 る必要があると考 られる。

今 実施した 験では、4 N を た ているのは、2 ースあるが、 のう

一つは、 場の最上 を一 場にしたことによって、 場がた 、 の

が られたものがある。
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３ ）の 成
的 ） 成 的 の で

． 場の設置

ス イ ール 安全 ロ 工 を行う 場については

場 行工 により行い、 として全 ２ 場を

てること。 ３

２．安全 ロ 等の設置について

ールの設置

安全 ロ を取り付けるス イ ールについては、

用の 結部付 ール部材を 用し、 ． の で

建地の 結部付支 の 結部に し ことにより、 に

取り付けること。 ３ ２

イ の取付

結部付 ールには当 ールの に合った 用の を

取付け、設置後は ール 部には 実に け止めを行うこと。

ス イ ールからの の け止めは ールへの 部に

に取り付ける方 により行うこと。 ３ ３

安全 ロ の設置

３ ２

３

３ ３

３

86 

安全 ロ の設置

したス イ ールに取り付ける安全 ロ は２

までとし、 の に 実に取り付けること。

安全 ロ の 定においては、当 場における作業

に合 てスト の長 を いものを 定するな

止 が いものを 定すること。 ３

安全 ロ の の取付

安全 ロ の に関しては２本の ルトの の

を D環、 ン 等により 定し、一体して 用すること。

３．作業体制（２ 上 ３ ）

墜落制止用 との 合

場の作業 上において、安全 ロ の と作業者

の墜落制止用 に れた 環、あるいは 結 ルトを

実に 合する。

なお、墜落制止用 の ン ー と 結して 用しないこ

と。

イ 建築部材の取付

等の建築部材の 入は ーン し は 上から し

のい れかの方 により行い、 定の取付 置まで 導し、

上において上 の 置をした作業員において取り付け作

業を行う。 図３

作業体制における 意事

作業において、 場上で作業するに当たっては すり等の墜落防止 置が られ

ている状 で作業し、 上で作業する等 場の作業 上で作業することが な場合にお

いて安全 ロ を 用することとする。

作業者が 用する墜落 止用 は ル ー ス を 用すること。

安全 ロ の ルトとの 合は 場の作業 上で行い、 等の上での 合（ け

）は行 ないこと。

作業者は ールの 働 で作業することを とすること。

２本作業 は、 場の スパン （7200mm）にス イ ールを設置し、安全 ロ

の を ル ー スの 結 ルトに し、高 ３m（ ）から墜落 た場合

（ 験 ）を として 定し作成したものである。

れ 外の （長スパン 等）では、最 落 、墜落 止時に る最

等について考 し、 な対策を る必要がある。

３

図３
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 の  

木造家屋等低層住宅建築工事において、 作業時における墜落・転落災害防止対策につい

ては、防 の設置等の 置 外、 かつ 体的な対策が示 れていない状況である。 

こで平成３０年度においては、新しい墜落防止対策の一つであるス イ ール 安

全 ロ 工 の 果・ 性について、実物 験を行って を行った。 

の結果、今 行った実験の では、い れの場合も地面への 体 ー（トル  

ー）の はな 、 場の もなかったことから、同工 が墜落防止対策として、

なものとして 用できる 性のあることが れた。 

今後は、同工 に用いる 場、安全 ロ 、ス イ ール、 ー ス等の 設

材・ 用 の 造要 と、これらの 材・ の な 合 について らかに

し、同工 の 用者が 解できるよう する必要があると考 られる。 

材・ の な 合 を らかにするにあたっては、墜落制止時の最

と最 落 を ま た検討が に 要となる。 

この点、同工 で 用するス イ ール 、 れを取付ける 場については、墜落制

止時の により、 に らないことが 要であるが、 場の 性を高める

と、墜落制止時の最 落 が なる一方、最 が することが 定 れ

る。 場の 性が低い場合は、この の現象が生 ることが考 られる。 

この か、墜落 の 用者の作業高 と安全 ロ の設置高 との関係、

ー ーの 用の 、 結 ルトの 造要 な 、これら な要 が 合  

った上で、最 的な墜落制止時の最 と最 落 が まることになる。

今後は、実物 験の なら 、同工 で 用する 材・ の性 を に す

るための実験・検討を てい ことが まれる。 
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１ 委員

木造 建築の
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２ 委員  

  

 

１． の安全 ） 置図と 図 検地の  

 場ト  入道 と 置場  

 造材 入 の 入道 と 置場  

 ン設置場  

 ー ー設置 

 平 ーン設置場  

 ー ーン設置場  

 設トイ ・ 設 ・ 設 道・ い・ ートの

置場  

 防 の  

 地 の と 生（ ・ キ等） 

 

２． 工事 

 基 工事業者と 合  

 ン ー ルト施工方 （定規方 と 方 ） 

 物の場合は 物 ー ーと と３ で 合  

 

の上 工事でのト ル  

 基 工事の分 発 での基 ルと ン ー ルトの 度のト ル  

「 工事・ 工事・生 ン 設工事に分 」 

 の基 の ン ー ルトの 度は 1mm ・木造の 度は   

 

 め し工事の地 の 地転 の 合  

 場 ・ ートの設置のため基 の 地は 平に転 してもらう。 

（ ート ン で 地・転 してもらう） 

 行できるよう基 に き を設けてもらう。 

 

３．  

 め し工事の地 の 地転 の 合  

 場 ・ ートの設置のため基 の 地は 平に転 してもらう。 

（ ート ン で 地・転 してもらう） 

 

．  

 造作 工職が施工（ ～２ ） 

 行の要  

 基 の き があるか する。 
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 と の 入（ ト会 ） 

 一 発 の安全 業 行で 入経 日時、ス ール

ーン、 ー ン な 意事 について 工

ーと ト 会 の 当者と 合 する。 

 造作 工職と 、 施工 の ・ 。 

 

 の ート 生 

 ー イ ートの  

・ 付 が るので ー ー ートを要 する。 

 ルー ートの  

意事  

・ の い が な なって落 る・ 。 

・ 付が な なってしまう。 

 

．  

 ス ント２名で施工。 

 必 根 イを入れ 強する。 

 基 の 地・転 の 。 

 が ートを ると 地・転 が れていな

い場合が いため 場の設置が で 安定となり

場が れる となる。 

 のある地 の ートでの キ ースの

設置は、 ートを り けて らしをするため生

が に低 する。 

 

． 工事 

 工 ー２名で施工。 

 根 イが入っているか する。 

 上 作業用 場を てる。 

 つな ・ ル で 強を行う。 

 道 を 用する場合は必 道 用 と ー

ンの 置を行う。 

 場 作業主任者の 者である 工

ーの作業指 のもと行う。 

 作業 は 場 作業主任者の作業 の 示を行う。 

 作業 後は 場の安全 示 を設置する。 

 

 行 屋 場を施工 

 つり 場ではな 支 を 上 る り方。 

 ロ ールを設置することができる。 
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 と の 入（ ト会 ） 

 一 発 の安全 業 行で 入経 日時、ス ール

ーン、 ー ン な 意事 について 工

ーと ト 会 の 当者と 合 する。 

 造作 工職と 、 施工 の ・ 。 

 

 の ート 生 

 ー イ ートの  

・ 付 が るので ー ー ートを要 する。 

 ルー ートの  

意事  

・ の い が な なって落 る・ 。 

・ 付が な なってしまう。 

 

．  

 ス ント２名で施工。 

 必 根 イを入れ 強する。 

 基 の 地・転 の 。 

 が ートを ると 地・転 が れていな

い場合が いため 場の設置が で 安定となり

場が れる となる。 

 のある地 の ートでの キ ースの

設置は、 ートを り けて らしをするため生

が に低 する。 

 

． 工事 

 工 ー２名で施工。 

 根 イが入っているか する。 

 上 作業用 場を てる。 

 つな ・ ル で 強を行う。 

 道 を 用する場合は必 道 用 と ー

ンの 置を行う。 

 場 作業主任者の 者である 工

ーの作業指 のもと行う。 

 作業 は 場 作業主任者の作業 の 示を行う。 

 作業 後は 場の安全 示 を設置する。 

 

 行 屋 場を施工 

 つり 場ではな 支 を 上 る り方。 

 ロ ールを設置することができる。 
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 行 ートを設置。 

 1,800 ・ 物は ー ーに設 。 ー ーの

支 は ロ で 2本 強にする。 

 場の外 の支 は 1,800 。 の支 を

か （900と900、1200と600）等に 付ける。 

 部は けのため ートは けてお 。 

 

 受 て工事。 

 「 受 工 」とは、 造材を 体的屋 方 

 に 置し、上 作業を に行うために  

てることを目的とする。 

 行 場 時に並行して 受 を最上 ま 

で 成した状 で てる。 

 受けが基本設 とする。 

 1 行の上に支 部を てるときは  

 で 強する。 

 1スパン２ の場合、支 8本、 材 8本で設 

する。 

 道 を 用する場合は必 道 用 と ー ンの 置を行う。 

 場 作業主任者の 者である 工 ーの作業指 のもと行う。 

 作業 は 場 作業主任者の作業 の 示を行う。 

 受 は ０本 らいの 材を 用するため、 行 場の 上 すり すり等を

３０本 らい 用する。２０本は 用する。 

 

． 構造 ） 

 工 ー２名と ト 会 の 転 1名で施工。 

 一での 造材 受けが基本。（ ） 

 

 ３０分を目安とする。 

 ルー ート 生をする場合はト  

で行ってから 揚 する。 

 必 安全 ロ と ル ー ス安全 を 用して

作業を行う。 

 ス イ ールは ルに基 いて設置し

てお 。 

 け、 外しは をもつ 工 ーが行う。 

 転 作は小 動 ーンの 者である 転 または 工 ーが

行う。 

 道 を 用する場合は必 道 用 と ー ンの 置を行う。 
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 場 作業主任者の 者である 工 ーの作業指 のもと行う。 

 作業 は 場 作業主任者の作業 の 示を行う。 

 

． 動 ）の設置 

 工 ー２名で設置を行う。 

 地 生を し、 ト ーを最 に り す。（３ ） 

 最 り ない場合はト に 結して ン ー イトにする。 

 のため通行上、 ン ト が になる場合は取り外す。 

 場の に ト ーを設置し、 場部材を取り外した場合は必 する。 

 設 より に設置する。（ 低 の防止） 

 設 が100 30 であるか必 する。 

 必 ースを設ける。 

 ストロ を必 トし、 時は必 解 して する。 

 防 の設置を する。 

 強 時は スト ーキがかかっているか必 する。 

 道 を 用する場合は必 道 用 と ー ンの 置を行う。 

 の 、 り ン 、 ルトス ン を点検、 する。 

 

． １ 構造 工事 

 工 ー 名と 安全 行者 名

の 会いのもと行う。 

 上 作業 を 示する。 

 用する工 、 を点検、 する。 

 ス イ ールに安全 ロ を取付ける。 

 受 上に 体的屋 方 に 置した２ を 1

上に 付に って りを行い 置する。 

 い は で 置し、 物の は ンでつ

り上 て 置する。 受 上に 体的屋 方 に

置した 1 を 1 本 つ き して、 で

し、 付に って建て 。 

 住宅用 動 ーン（ ン）を 用して ー

ーが 作業を行いながら をつり上 建て 。 

 の建て は ー トを行いながら建て

。 

 

 行 場を 用し、 ン ル安全 ロ と ル ー ス安 

 全 を 用して外 の を1 てることを基本とする。 

 通行上、 ト 場を とする。た し、 場の場合は支 の外 を通行す

る。（ 外） 

 の にかかる、は めの２～３本の は を 用して てを行う。 
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 場 作業主任者の 者である 工 ーの作業指 のもと行う。 

 作業 は 場 作業主任者の作業 の 示を行う。 

 

． 動 ）の設置 

 工 ー２名で設置を行う。 

 地 生を し、 ト ーを最 に り す。（３ ） 

 最 り ない場合はト に 結して ン ー イトにする。 

 のため通行上、 ン ト が になる場合は取り外す。 

 場の に ト ーを設置し、 場部材を取り外した場合は必 する。 

 設 より に設置する。（ 低 の防止） 

 設 が100 30 であるか必 する。 

 必 ースを設ける。 

 ストロ を必 トし、 時は必 解 して する。 

 防 の設置を する。 

 強 時は スト ーキがかかっているか必 する。 

 道 を 用する場合は必 道 用 と ー ンの 置を行う。 

 の 、 り ン 、 ルトス ン を点検、 する。 

 

． １ 構造 工事 

 工 ー 名と 安全 行者 名

の 会いのもと行う。 

 上 作業 を 示する。 

 用する工 、 を点検、 する。 

 ス イ ールに安全 ロ を取付ける。 

 受 上に 体的屋 方 に 置した２ を 1

上に 付に って りを行い 置する。 

 い は で 置し、 物の は ンでつ

り上 て 置する。 受 上に 体的屋 方 に

置した 1 を 1 本 つ き して、 で

し、 付に って建て 。 

 住宅用 動 ーン（ ン）を 用して ー

ーが 作業を行いながら をつり上 建て 。 

 の建て は ー トを行いながら建て

。 

 

 行 場を 用し、 ン ル安全 ロ と ル ー ス安 

 全 を 用して外 の を1 てることを基本とする。 

 通行上、 ト 場を とする。た し、 場の場合は支 の外 を通行す

る。（ 外） 

 の にかかる、は めの２～３本の は を 用して てを行う。 
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 通りの が あがったら ル安全 ロ と ル ー スを 用して 上に上がり

りの の建て を行う。 

 ト ンは れが きないように を めてす ことを とする。 

 部には 材と を 用して 部を いでお 。 

 部は、 の高 に 部ステー 場を 上 て 部を いでお 。 

 木建作業主任者の 者である 工 ーの作業指 のもと行う。 

 

 いで 定しながら てを行う。 

 

１ ． １ の  

 

１１． ２ の 工 

 工 ー で ン ル ー スを 用し

て施工を行う。 

 

 受 上に 体的屋 方 に 置した２ 材を

取り して 平 動で施工を行う。 

 上 動の作業は安全 ロ から ー スを外し

てしまうため 止とする。 

 

 の は定規を用いて施工する。 

 ン ーの を し、 のめり に

意する。 

 

１２． ２ 構造 工事 

 造 体 て工事と同 。 

 屋 ・ 屋材は小屋 が 分 上がった 度で

動 る。 

 造材がな なった 受 から解体し、２ 施

工する。 

 ト ンは れが きないように を めて

す ことを とする。 

 

１３． ２ の  

 つな を設置して安全 ロ を付け る。 

 つな は ート で 強を行う。 

 

 

 

１ ． 屋 の 工 
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 つな に取付けた安全 ロ を ル ー ス安全 に取付けて施工を行う。 

 受 上に 体的屋 方 に 置した小屋 材を取り して 平 動で施工を行う。 

 上 動の作業は安全 ロ から ー スを外してしまうため 止とする。 

 

 の は定規を用いて施工する。 

 ン ーの を し、 のめり に 意する。 

 

１ ． 屋  

 つな に取付けた安全 ロ を ル ー ス安全 に取付けて施工を行う。 

 

 屋 が したら つな を設置し、 場を

強し、安全 ロ を する。 

 ト ンの をす て する。 

 モ は 工 の 工職が行う。 

 

 木と 地、 部造作材は 日 入とする。 

 工 の造作 工職と と 合 をしておき、

ト会 に材 の 入日時の を行

う。 

 当 の 揚 外 業者が材 の 揚 を行う。 

 受 の 材は解体して 上 すりと

すりに 用し、 行 場を 成する。 

 

 上 用 から 上 場用 に を行う。 

 取付け 設置のため、上 用 場から 用

場へ を行う。 

 場の 成検 を行い 用 場を す。 

 

１ ． の  

 屋 に並行して ンの ・ を行う。 

 現場の と 面道 の を行って、現場を施 する。 
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 つな に取付けた安全 ロ を ル ー ス安全 に取付けて施工を行う。 

 受 上に 体的屋 方 に 置した小屋 材を取り して 平 動で施工を行う。 

 上 動の作業は安全 ロ から ー スを外してしまうため 止とする。 

 

 の は定規を用いて施工する。 

 ン ーの を し、 のめり に 意する。 

 

１ ． 屋  

 つな に取付けた安全 ロ を ル ー ス安全 に取付けて施工を行う。 

 

 屋 が したら つな を設置し、 場を

強し、安全 ロ を する。 

 ト ンの をす て する。 

 モ は 工 の 工職が行う。 

 

 木と 地、 部造作材は 日 入とする。 

 工 の造作 工職と と 合 をしておき、

ト会 に材 の 入日時の を行

う。 

 当 の 揚 外 業者が材 の 揚 を行う。 

 受 の 材は解体して 上 すりと

すりに 用し、 行 場を 成する。 

 

 上 用 から 上 場用 に を行う。 

 取付け 設置のため、上 用 場から 用

場へ を行う。 

 場の 成検 を行い 用 場を す。 

 

１ ． の  

 屋 に並行して ンの ・ を行う。 

 現場の と 面道 の を行って、現場を施 する。 
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１ ． 屋 造 工 ） 

 つな に ・ を設置し作業を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

１ ． 屋  

 つな に ・ を設置し作業を行う。 

 

１ ．  

 屋根 上 作業 後は 作業用 場から

作業がし すい 上作業用 場へ る。 

 外 作業がし すい ト 場を とす

る。 

 場の場合は外 作業がし らい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 屋根つな の 成（屋根 ・ の場合は を取付ける。） 

 つな 、 外 れてしまうため 用が 。 

 外 の 材は外 作業で外 れてしまうため 用が 。 

 強 時は外 に をあけてしまい外 れてしまうため 用が 。 

 屋根つな と根入れ キを 用した場合は、 つな と同等の強度を つため

ートを外 な ても 場の がな 安全。 

 

 会 へ 場の 報告書を する。 
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３ 建 木造家屋建築工事の  
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３ 建 木造家屋建築工事の  
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